
 
  

【表紙】

【提出書類】 半期報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成19年12月21日

【中間会計期間】 第54期中(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日)

【会社名】 株式会社ベネッセコーポレーション

【英訳名】 Ｂｅｎｅｓｓｅ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼ＣＥＯ   福 武 總一郎

【本店の所在の場所】 岡山県岡山市南方三丁目７番17号

【電話番号】 086(225)1100(大代表)

【事務連絡者氏名】 ＣＦＯ           杉 山 直 人

【最寄りの連絡場所】 東京都多摩市落合一丁目34番地

【電話番号】 042(356)0821

【事務連絡者氏名】 Group Controller      齋 藤 直 人

【縦覧に供する場所】 株式会社ベネッセコーポレーション東京本部

 (東京都多摩市落合一丁目34番地)

株式会社ベネッセコーポレーション大阪事業所

 (大阪市北区中之島二丁目２番７号)

株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

株式会社大阪証券取引所

 (大阪市中央区北浜一丁目８番16号)



第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等(消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。)は含まれておりません。 

２ 純資産額の算定にあたり、第53期中から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基

準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。 

３ 従業員数は就業人員であります。 

４ 業務執行役員は、従業員数に含めておりません。 

５ 従業員数の（ ）内は臨時従業員の平均雇用人員数であり、外書きであります。 

  

  

第一部 【企業情報】

回次 第52期中 第53期中 第54期中 第52期 第53期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 163,531 175,185 187,691 333,766 354,595

経常利益 (百万円) 22,901 26,490 27,342 29,429 33,279

中間(当期)純利益 (百万円) 12,163 14,676 14,863 16,039 18,244

純資産額 (百万円) 183,670 196,265 208,626 186,292 197,302

総資産額 (百万円) 309,489 328,438 344,436 330,229 349,098

１株当たり純資産額 (円) 1,793.29 1,910.55 2,015.17 1,817.55 1,917.64

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 118.58 143.16 145.34 156.45 177.86

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 118.20 142.67 145.03 155.92 177.23

自己資本比率 (％) 59.3 59.7 59.5 56.4 56.4

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 6,583 19,878 16,357 17,448 28,240

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △25,946 △9,122 △13,658 △31,473 △11,223

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △5,469 △4,280 △8,947 △9,609 △10,629

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(百万円) 64,754 72,836 67,764 66,417 73,365

従業員数 (名)
12,801
(1,268)

13,121
(1,068)

14,201
(1,248)

12,081
(1,055)

12,753
(1,309)



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 純資産額の算定にあたり、第53期中から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基

準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。 

３ 従業員数は就業人員であります。 

４ 業務執行役員は、従業員数に含めておりません。 

５ 従業員数の( )内は臨時従業員の平均雇用人員数であり、外書きであります。 

  

回次 第52期中 第53期中 第54期中 第52期 第53期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 104,477 111,896 111,402 211,128 223,033

経常利益 (百万円) 22,869 25,324 22,955 25,010 27,892

中間(当期)純利益 (百万円) 13,749 12,464 12,794 14,793 12,583

資本金 (百万円) 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600

発行済株式総数 (株) 106,353,453 106,353,453 106,353,453 106,353,453 106,353,453

純資産額 (百万円) 187,701 193,942 194,808 185,500 190,341

総資産額 (百万円) 263,985 274,202 270,813 280,851 287,293

１株当たり純資産額 (円) 1,832.65 1,891.00 1,913.18 1,809.83 1,852.42

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 134.04 121.58 125.10 144.30 122.68

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 133.62 121.17 124.85 143.82 122.24

１株当たり配当額 (円) 35.00 40.00 45.00 75.00 85.00

自己資本比率 (％) 71.1 70.7 71.9 66.0 66.2

従業員数 (名)
1,827
(276)

1,931
(299)

2,270
(475)

1,807
(295)

2,092
(373)



２ 【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社及び当社の関係会社（子会社32社及び関連会社２社）が営んで 

 いる事業の内容に重要な変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

  当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。 

 
 （注）１ 「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

  ２  有価証券報告書の提出会社であります。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社における状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 業務執行役員は、従業員数に含めておりません。 

３ ( )内は臨時従業員の平均雇用人員数であり、外書きであります。 

４ 全社は、経理部門・財務部門等の従業員であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 業務執行役員は、従業員数に含めておりません。 

３ (  )内は臨時従業員の平均雇用人員数であり、外書きであります。 

  

(3) 労働組合の状況 

当ベネッセコーポレーショングループにおいて労働組合が構成されているのは、在外子会社である

Berlitz International,Inc.のみであります。同社の従業員のうち、一部の地域(カナダ・デンマー

ク・フランス・オーストリア・ドイツ・イタリア・日本・韓国)で労働組合が結成されておりますが、

労使関係は安定しており、特記すべき事項はありません。 

名称 住所
資本金又は
出資金 

(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の
所有割合 
(％)

関係内容

(連結子会社)

㈱東京個別指導学院   (注)２ 東京都中央区 642 教育事業グループ 52.78 役員の兼任 1名

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

教育事業グループ
                            2,599 

                             ( 563)

Lifetime Value(ライフタイムバリュー)カンパニー
                              163 

                             (  51)

Senior(シニア)カンパニー
                            3,143 

                             (  84)

語学カンパニー
                            5,751 

                             (  73)

アビバ事業
                            1,028 

                             (  34)

その他事業
                            1,242 

                             ( 443)

全社
                              275 

                             ( ─ )

合計
                           14,201 

                            (1,248)

従業員数(名) 2,270（475)



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

ベネッセコーポレーショングループを取り巻く当中間期の事業環境は、主力事業である教育事業分野

におきまして、学校制度や入試制度等、教育に関わる制度面での変化、情報通信技術の進歩、携帯端末

を初めとした新たな学習メディアの増加等を背景に、顧客ニーズが一層多様化する等、大きく変化して

います。  

介護事業分野におきましては、高齢化の進行に伴って市場は引き続き拡大しています。市場への参入

企業が増加し、競争が激しくなる中、介護事業者の不祥事が社会問題化し、事業者の質がより重視され

るようになっています。 

語学事業分野におきましては、語学教育に対するニーズが依然高い一方で、市場での競争は激化して

います。特に日本の語学市場では、事業者の提供するサービスの質が一層問われる状況にあり、各社と

も、顧客ニーズに対応できる多様なサービスや、質の高いレッスンの提供が求められています。 

  

このような中、当社グループは、平成19年４月に新経営体制を発足させ、同時に組織改革を実施しま

した。この組織改革では、従来教育関係の事業部門が別々に有していた営業機能を統合し、教育事業の

営業を統括する営業本部を新設しました。また、「進研ゼミ」部門と学校向け事業である「文教事業」

部門とを統合し、それぞれの強みを活かすことで、既存事業の深耕と新たな商品・サービスの開発・事

業化を推進しています。 

  

教育事業分野におきましては、一層多様化する顧客ニーズに対応するため、引き続き商品力、サービ

ス力を強化しました。主力の「進研ゼミ」では、教材ラインナップの拡充や赤ペン先生担任制による添

削指導強化等、個別対応力を向上させました。また、通信教育だけでは充足できないニーズに対応する

ため、平成19年６月には個別指導塾を運営する㈱東京個別指導学院を、公開買付けにより子会社化し、

個別指導塾事業を開始しました。 

Lifetime Value(ライフタイムバリュー)カンパニーの事業分野におきましては、平成19年６月にアク

ティブシニア向けのポータルサイト「自分の楽しみ」を開設しました。また、主力商品である妊娠・出

産・育児雑誌「たまごクラブ」「ひよこクラブ」の通信販売「たまひよSHOP」「たまひよの内祝」が、

順調に売上を伸ばしました。 

介護事業分野におきましては、質の高いサービスの提供やエリアマーケティングの強化等により他社

との差別化をはかり、新規開設の介護付き有料老人ホームを含め、順調に入居者数を増加させることが

出来ました。当中間期末の拠点数は前期末に比べて８ヵ所増加し、123ヵ所となりました。 

語学事業分野におきましては、米国子会社Berlitz International, Inc.が欧州、北南米、アジアの

各地域のニーズに合わせたレッスンの提供や、営業力の強化に努めました。その結果、日本、ドイツを

中心に全世界でレッスン数が増加し、また、留学生向け英語教育事業を行うELS(イーエルエス)事業も

好調に推移する等、売上を伸ばしました。 

アビバ事業分野におきましては、平成17年度から実施してきた抜本的な経営再建により、のれん償却

前営業利益では黒字化しており、当中間期も営業損失を縮小しました。 

  



以上の結果、当中間期の連結売上高は1,876億９千１百万円、対前年同期比7.1％の増収、連結営業利

益は264億９千２百万円、対前年同期比1.5％の増益、連結経常利益は273億４千２百万円、対前年同期

比3.2％の増益、連結中間純利益は148億６千３百万円、対前年同期比1.3％の増益となり、中間期とし

ては４期連続の増収、５期連続の増益となりました。 

  

  

①事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

  

［教育事業グループ］ 

教育事業グループの連結売上高は、1,083億６千９百万円と対前年同期比3.5％の増収となりました。

 売上高の増加は、主力の通信教育講座「進研ゼミ」「こどもちゃれんじ」の延べ在籍数減少による減

収はありましたが、会員一人当たりの単価の上昇に加え、平成19年６月に㈱東京個別指導学院を子会社

化し、当中間期は３ヵ月分の売上が計上されていること等により、増収となりました。 

「進研ゼミ」「こどもちゃれんじ」の当中間期の延べ在籍数は、前年同期に比べ79万人減少し、

2,196万人となりました。４月の会員数は、前年同月から14万人減少の391万人でスタートしましたが、

期中に営業本部を新設し、マーケティング施策を強化したこと等により会員数は回復基調となりまし

た。10月会員数は358万人で、前年同月に比べて９万人減と、４月に比べてマイナス幅が縮小しまし

た。 

「進研ゼミ」では、中学１年生向け講座での赤ペン先生担任制導入、高校２年生向け講座での理科・

社会科の開講等、引き続き商品力の強化に努めました。 

「進研ゼミ」「こどもちゃれんじ」以外では、４月に小学生を対象とした「Benesse文章表現教室」

を、東京都武蔵野市で開校しました。さらに小学生を対象としたニンテンドーDS向けの学習ソフト「は

じめてのえいごトレーニング えいトレ」「文章読みトレーニング 読みトレ」を６月に、一流予備校

講師による授業を収録した高校生向けの「映像特講」を８月にそれぞれ発売しました。 

学校を対象とする事業では、高校生向け主力商品である「進研模試」「スタディーサポート」等が堅

調に推移しました。 

営業利益は、㈱東京個別指導学院の子会社化に伴う増益があったものの、通信教育講座での延べ在籍

数減少等により、237億５千万円と対前年同期比5.1％の減益となりました。 

  

［Lifetime Value(ライフタイムバリュー)カンパニー］ 

Lifetime Value(ライフタイムバリュー)カンパニーの連結売上高は、120億７千３百万円と対前年同

期比6.8％の増収となりました。 

 売上高の増加は、主に、妊娠・出産・育児雑誌「たまごクラブ」「ひよこクラブ」関連事業の売上

が、通信販売「たまひよSHOP」「たまひよの内祝」の牽引で好調に推移したことによります。また、幼

児、小学生のいる家庭向けの食育雑誌「ボンメルシィ！」も、売上を伸ばしました。９月には、季刊誌

であった40代女性向けのライフスタイルマガジン「ルチェーレ！」を、好評につき月刊誌として新たに

スタートさせました。 

 営業利益は、増収に伴う増益があったものの、販売費用の増加等により、９億５千３百万円と対前年

同期比12.4％の減益となりました。 

  



［Senior（シニア）カンパニー］ 

Seniorカンパニーの連結売上高は、180億６千１百万円と対前年同期比15.4％の増収となりました。 

 売上高の増加は、主に子会社の㈱ベネッセスタイルケアが介護付き高齢者向けホーム数を拡大し、入

居者数を順調に増やしたことによります。当中間期末のシリーズごとのホーム数は、「アリア」が11ヵ

所、「くらら（ケアハウス含む）」が37ヵ所、「グラニー・グランダ」が45ヵ所、「まどか」が30ヵ所

で、合計では前期末に比べ８ヵ所増加し123ヵ所となりました。 

 営業利益は、増収による増益があったものの、現場介護職員の要員確保のためのコストが増加したこ

と等により、12億８千６百万円と対前年同期比15.9％の減益となりました。 

  

［語学カンパニー］ 

語学カンパニーの連結売上高は、329億５千３百万円と対前年同期比16.6％の増収となりました。 

 売上高の増加は、主に米国子会社Berlitz International, Inc.において、日本、ドイツを中心に全

世界でレッスン数が増加したことや、留学生向け英語教育事業を行うELS事業が伸張したことによりま

す。 

 また、子会社の㈱サイマル・インターナショナルは、主力である通訳・翻訳事業が堅調に売上を伸ば

しました。 

 営業利益は、Berlitz International, Inc.の増収に伴う増益により、37億１百万円と対前年同期比

56.0％の増益となりました。 

  

［アビバ事業］ 

アビバ事業の連結売上高は、49億９千９百万円と対前年同期比0.9％の増収となりました。 

 売上高の増加は、主にパソコン教室の運営事業における、平均単価の上昇や、期中の受講レッスン数

の増加等によります。 

 利益面では、増収による増益に加え、経営再建で労務費や教室管理維持費等の原価を削減したことに

より、前年同期比で赤字幅が縮小し、１億６千５百万円の営業損失(前中間期は10億３千万円の営業損

失)となりました。また、のれん償却前営業利益は６億９千万円の黒字(前中間期は１億７千万５百万円

の損失)となりました。 

  

［その他事業］ 

その他事業の連結売上高は、203億７千８百万円と対前年同期比6.3％の減収となりました。 

 売上高の減少は、主に子会社の㈱テレマーケティングジャパンにおいて、ベネッセグループ向け売上

が減少したことによります。 

 利益面では、㈱テレマーケティングジャパンの減収に伴う減益等により、６億１千９百万円の営業損

失(前中間期は１億４千８百万円の営業損失)となりました。 

  

  



日本におきましては、当社で、通信教育講座の延べ在籍数減少による減収があったものの、㈱東京個別

指導学院が平成19年６月から子会社となり、当中間期は３ヵ月分の売上が計上されていること、及び㈱ベ

ネッセスタイルケアが介護付き高齢者向けホーム数を拡大し、入居者数を増加させたこと等により、売上

高は1,609億８千８百万円と対前年同期比5.3％の増収となりました。また、営業利益は、通信教育講座の

延べ在籍数減少に伴い、242億８千７百万円と対前年同期比5.9％の減益となりました。  

 北米及びその他の地域におきましては、Berlitz International, Inc.におけるレッスン数の増加やELS

事業の伸張等により、売上高は290億１千９百万円と対前年同期比25.4％の増収となりました。また、営

業利益は、Berlitz International, Inc.での増収に伴う増益等により、22億４百万円と対前年同期比

699.6％の増益となりました。 

  

（注）１．上記「①事業の種類別セグメントの業績」及び「②所在地別セグメントの業績」に記載して

いる売上高は、セグメント間の内部売上高を含んだ金額を記載しています。 

      ２．当社の消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という）に係る会計処理は、税抜方

            式によっているため、「第２ 事業の状況」に記載した金額には消費税等は含まれて

            おりません。 

  

  

  

  

 ②所在地別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。



(販売実績) 

  

 
(注) セグメント間の内部売上高は含んでおりません。 

  

(教育事業グループにおける進研ゼミ事業の概要) 

進研ゼミは、幼児から大学受験者までを対象とした通信教育講座であり、通信添削を中心として毎月

継続的に行う家庭学習システムであります。各講座の延べ在籍数は以下のとおりであります。 

  

 
  

(語学カンパニーにおけるBerlitz International, Inc.の語学レッスン数) 

  

 
(注) レッスン数は、直営センターにおける数値を示しております。 

  

  

  

事業の種類別セグメントの名称

販売高(百万円)
前年同期比

(％)
前連結会計年度

(百万円)前中間連結
会計期間

当中間連結
会計期間

教育事業グループ

高校講座事業 14,881 14,022 94.2 26,626

中学講座事業 22,408 21,434 95.7 42,025

小学講座事業 31,038 31,171 100.4 60,022

こどもちゃれんじ事業 11,761 11,868 100.9 24,508

文教カンパニー 15,363 15,964 103.9 34,366

その他 9,228 13,893 150.5 21,283

小計 104,681 108,355 103.5 208,833

Lifetime Value(ライフタイムバリュー) 
カンパニー

11,300 12,068 106.8 23,450

Senior(シニア)カンパニー 15,653 18,061 115.4 32,053

語学カンパニー 28,241 32,910 116.5 59,164

アビバ事業 4,951 4,991 100.8 10,325

その他事業 10,357 11,303 109.1 20,768

合計 175,185 187,691 107.1 354,595

講座

延べ在籍数(千人)
(４月～９月累計) 前年同期比

(％)
前連結会計年度

(千人)前中間連結
会計期間

当中間連結
会計期間

高校講座 1,835 1,679 91.5 3,289

中学講座 4,451 4,162 93.5 8,315

小学講座 9,195 9,084 98.8 17,862

こどもちゃれんじ 7,278 7,033 96.6 15,216

合計 22,760 21,960 96.5 44,683

地域

語学レッスン数(千レッスン)
(１月～６月累計) 前年同期比

(％)
前連結会計年度
(千レッスン)前中間連結

会計期間
当中間連結
会計期間

北米 490 501 102.1 970

アジア 960 1,010 105.2 1,962

ラテンアメリカ 674 735 109.1 1,400

ヨーロッパ 1,299 1,363 105.0 2,538

合計 3,424 3,610 105.4 6,872



(2) キャッシュ・フローの状況 

  

当中間期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動による資金の獲得163億

５千７百万円があったものの、投資活動による資金の支出136億５千８百万円、財務活動による資金の支

出89億４千７百万円により、期首に比べ56億１百万円減少し、677億６千４百万円（対前年同期末比7.0％

減）となりました。  

 各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。  

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

法人税等の支払い101億２千７百万円、前受金の減少102億円等があったものの、税金等調整前中間純利

益267億１千５百万円に加え、未収入金の減少134億７千５百万円等により、163億５千７百万円(対前年同

期比17.7％減)の資金の獲得となりました。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

連結範囲の変更を伴う子会社株式取得による支出102億５千９百万円、投資有価証券の取得・売却によ

る収支46億８千１百万円の支出等により、136億５千８百万円の資金の支出(対前年同期比49.7％増)とな

りました。  

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

配当金の支払46億２千１百万円、自己株式の取得による支出36億９千２百万円等により、89億４千７百

万円の資金の支出（対前年同期比109.0％増）となりました。  

 

  

  

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

当社グループは、主として個人を対象とした業務を行っておりますので、生産能力として表示すべき適

当な指標はございません。これに代えて、売上高及びグループ規模と比較的関連性が強いと認められる進

研ゼミ会員の延べ在籍数、語学カンパニーにおけるBerlitz International, Inc.の語学レッスン数を

「１ 業績等の概要」に販売実績と合わせて記載しております。 

  

３ 【対処すべき課題】 

  当中間連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。  

  

５ 【研究開発活動】 

当中間連結会計期間における当社グループ全体の研究開発費は16億９百万円であり、大半の研究開発

は、主として当社が行っております。  

  事業の種類別セグメントの研究開発活動を示すと、次のとおりであります。  

［教育事業グループ］  

  主に「進研ゼミ」事業において各種の事業調査、新製品の開発等を行い、教育事業グループにおける研

究開発費は、15億２千９百万円となっております。  

［Lifetime Value(ライフタイムバリュー)カンパニー］  

  各種の事業調査、新製品・サービスの開発費用等、Lifetime Value(ライフタイムバリュー)カンパニー

における研究開発費は、５千万円となっております。  

［Senior(シニア)カンパニー］  

  各種の事業調査・研究等を行い、Senior(シニア)カンパニーにおける研究開発費は、８百万円となって

おります。  

［語学カンパニー］  

  各種の事業調査等を行い、語学カンパニーにおける研究開発費は、０百万円となっております。  

［その他事業］  

  新製品・サービスの開発費用等、その他事業における研究開発費は、１千１百万円となっております。 

［全社］  

  今後のブランド戦略のための研究等、全社における研究開発費は、９百万円となっております。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、設備の重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 
  

 
  

② 【発行済株式】 
  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

  旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権 

  

 
  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 405,282,040

計 405,282,040

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月21日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 106,353,453 106,353,453

大阪証券取引所
(市場第一部) 
東京証券取引所 
(市場第一部)

―

計 106,353,453 106,353,453 ― ―

株主総会の特別決議日(平成15年６月25日)

中間会計期間末現在 

（平成19年９月30日）

提出日の前月末現在 

（平成19年11月30日）

新株予約権の数（個）     3,485（注）1 2,995（注）1

新株予約権のうち自己新株予

約権の数
            － －

新株予約権の目的となる株式

の種類
普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式

の数（株）
 348,500 299,500

新株予約権の行使時の払込金

額（円）
1株当たり 2,148 （注）2 同左

新株予約権の行使期間 自 平成17年７月１日 

至 平成21年６月30日
同左

新株予約権の行使により株式

を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格  2,148 

資本組入額 1,074
同左



 
（注）1 各新株予約権の行使により発行する株式数(以下「付与株式数」という。)は、100株とする。 

ただし、新株予約権発行日後に、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、付与株式数

は次の算式により調整されるものとする。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率 

また、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その

他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合にも、必要かつ合理的な範囲で、付与株式数は適

切に調整されるものとする。 

なお、かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結

果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

2 新株予約権発行日後に、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、新株予約権の行使時

の１株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じ

る１円未満の端数については、これを切り上げるものとする。 

 
     また、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その

他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合にも、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に

調整されるものとする。 

  

新株予約権の行使の条件

①各新株予約権の一部行使はできない。

②当社が消滅会社となる合併契約書が当社株主総会で承認さ

れたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約書

承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で

承認されたときは、合併期日、株式交換期日または株式移

転期日以降、新株予約権を行使することはできない。

同左

新株予約権の譲渡に関する事

項

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要す

る。なお、当社が割当対象者との間で締結する新株予約権

割当契約に基づき、対象者は、新株予約権の譲渡（遺贈を

含む。）、担保権設定その他の処分が禁止されている。

同左

代用払込みに関する事項             － －

組織再編成行為に伴う新株予

約権の交付に関する事項
            － －

その他

新株予約権の割当は、以下に定める事項その他の条件を定め

る新株予約権割当契約を割当対象者との間で締結し、これに

基づいて行う。

①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当

社、当社子会社、または当社関連会社の取締役、監査

役、執行役員または従業員の地位にあることを要する。

ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理

由のある場合にはこの限りではない。

②上記①にかかわらず、新株予約権の割当を受けた者が死亡

した場合は、相続人が新株予約権割当契約に定める条件

に従い、相続の対象となった新株予約権を行使できるも

のとする。

同左

調整後行使価額＝調整前行使価額×
1

分割または併合の比率



株主総会の特別決議日(平成16年６月25日)

中間会計期間末現在 

（平成19年９月30日）

提出日の前月末現在 

（平成19年11月30日）

新株予約権の数（個）     2,124（注）1 同左（注）１

新株予約権のうち自己新株予

約権の数
－ －

新株予約権の目的となる株式

の種類
普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式

の数（株）
212,400 同左

新株予約権の行使時の払込金

額（円） 1株当たり 3,549 （注）2 同左

新株予約権の行使期間 自 平成18年７月１日 

至 平成22年６月30日
同左

新株予約権の行使により株式

を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格  3,549 

資本組入額 1,775
同左

新株予約権の行使の条件

①各新株予約権の一部行使はできない。

②当社が消滅会社となる合併契約書が当社株主総会で承

認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交

換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当

社株主総会で承認されたときは、合併期日、株式交換

期日または株式移転期日以降、新株予約権を行使する

ことはできない。

 

同左

新株予約権の譲渡に関する事

項

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要

する。なお、当社が割当対象者との間で締結する新株予

約権割当契約に基づき、対象者は、新株予約権の譲渡

（遺贈を含む。）、担保権設定その他の処分が禁止され

ている。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予

約権の交付に関する事項
－

－

その他

新株予約権の割当は、以下に定める事項その他の条件を

定める新株予約権割当契約を割当対象者との間で締結

し、これに基づいて行う。

①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において

も当社、当社子会社、または当社関連会社の取締役、

監査役、執行役員または従業員の地位にあることを要

する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他

正当な理由のある場合にはこの限りではない。

②上記①にかかわらず、新株予約権の割当を受けた者が

死亡した場合は、相続人が新株予約権割当契約に定め

る条件に従い、相続の対象となった新株予約権を行使

できるものとする。

同左



（注）1 各新株予約権の行使により発行する株式数(以下「付与株式数」という。)は、100株とする。 

ただし、新株予約権発行日後に、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、付与株式数

は次の算式により調整されるものとする。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率 

また、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その

他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合にも、必要かつ合理的な範囲で、付与株式数は適

切に調整されるものとする。 

なお、かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結

果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

2 新株予約権発行日後に、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、新株予約権の行使時

の１株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じ

る１円未満の端数については、これを切り上げるものとする。 

 
     また、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その

他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合にも、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に

調整されるものとする。 

  

調整後行使価額＝調整前行使価額×
1

分割または併合の比率



株主総会の特別決議日(平成17年６月24日)

中間会計期間末現在 

（平成19年９月30日）

提出日の前月末現在 

（平成19年11月30日）

新株予約権の数（個）    4,150 （注）1 4,088（注）１

新株予約権のうち自己新株予

約権の数
－ －

新株予約権の目的となる株式

の種類
普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式

の数（株）
415,000 408,800

新株予約権の行使時の払込金

額（円）
1株当たり 3,780 （注）2 同左

新株予約権の行使期間
自 平成19年７月１日 

至 平成23年６月30日 同左

新株予約権の行使により株式

を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格  3,780 

資本組入額 1,890 同左

新株予約権の行使の条件

①各新株予約権の一部行使はできない。

②当社が消滅会社となる合併契約書が当社株主総会で承認さ

れたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約

書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総

会で承認されたときは、合併期日、株式交換期日または

株式移転期日以降、新株予約権を行使することはできな

い。

同左

新株予約権の譲渡に関する事

項

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要す

る。なお、当社が割当対象者との間で締結する新株予約権

割当契約に基づき、対象者は、新株予約権の譲渡（遺贈を

含む。）、担保権設定その他の処分が禁止されている。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予

約権の交付に関する事項
－ －

その他

新株予約権の割当は、以下に定める事項その他の条件を定め

る新株予約権割当契約を割当対象者との間で締結し、これに

基づいて行う。

①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当

社、当社子会社、または当社関連会社の取締役、監査

役、執行役員または従業員の地位にあることを要する。

ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理

由のある場合にはこの限りではない。

②上記①にかかわらず、新株予約権の割当を受けた者が死亡

した場合は、相続人が新株予約権割当契約に定める条件

に従い、相続の対象となった新株予約権を行使できるも

のとする。

同左



（注）1 各新株予約権の行使により発行する株式数(以下「付与株式数」という。)は、100株とする。 

ただし、新株予約権発行日後に、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、付与株式数

は次の算式により調整されるものとする。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率 

また、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その

他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合にも、必要かつ合理的な範囲で、付与株式数は適

切に調整されるものとする。 

なお、かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結

果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

2 新株予約権発行日後に、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、新株予約権の行使時

の１株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じ

る１円未満の端数については、これを切り上げるものとする。 

 
     また、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その

他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合にも、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に

調整されるものとする。 

  

調整後行使価額＝調整前行使価額×
1

分割または併合の比率



  会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権 

 
  

株主総会の特別決議日(平成18年６月25日)

中間会計期間末現在 

（平成19年９月30日）

提出日の前月末現在 

（平成19年11月30日）

新株予約権の数（個）    2,370 （注）1 2,270（注）１

新株予約権のうち自己新株予

約権の数
－ －

新株予約権の目的となる株式

の種類
普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式

の数（株）
237,000 227,000

新株予約権の行使時の払込金

額（円）
1株当たり 4,389 （注）2 同左

新株予約権の行使期間
自 平成20年７月１日 

至 平成24年６月30日 同左

新株予約権の行使により株式

を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格  4,389 

資本組入額 2,690 同左

新株予約権の行使の条件

①各新株予約権の一部行使はできない。

②当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認され

たとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約も

しくは株式移転計画につき当社株主総会（株主総会決議

が不要の場合は、当社取締役会）で承認されたときは、

合併期日、株式交換期日または株式移転期日以降、新株

予約権を行使することはできない。

同左

新株予約権の譲渡に関する事

項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の

決議による当社の承認を要する。なお、当社が割当対象者

との間で締結する新株予約権割当契約に基づき、対象者

は、新株予約権の譲渡（遺贈を含む。）、担保権設定その

他の処分が禁止されている。

同左



  

 
（注）1 各新株予約権の行使により発行する株式数(以下「付与株式数」という。)は、100株とする。 

ただし、当社が当社普通株式につき株式分割（無償割当てを含む。）または株式併合を行う場合、付与株式数

は次の算式により調整されるものとする。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率 

また、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合

に準じて付与株式数の調整を必要とする場合にも、必要かつ合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整される

ものとする。 

かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権にかかる付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じ

る１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

なお、新株予約権の目的となる株式の数は、付与株式数が調整される場合には、調整後付与株式数に新株予約

権の数を乗じた数とする。 

2 割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割（無償割当てを含む。）または株式併合を行う場合は、新株

予約権を行使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額(以下「行使価額」とい

う。)は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる１円未満の端数については、これを切り上げ

るものとする。 

 
  

     また、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の額の減少を行う場合、その他

これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合にも、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調

整されるものとする。 

  

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予

約権の交付に関する事項
該当事項はありません。 同左

その他

新株予約権の割当は、以下に定める事項その他の条件を定め

る新株予約権割当契約を割当対象者との間で締結し、これに

基づいて行う。

①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当

社、当社子会社、または当社関連会社の取締役、監査

役、執行役員または従業員の地位にあることを要する。

ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理

由のある場合にはこの限りではない。

②上記①にかかわらず、新株予約権の割当を受けた者が死亡

した場合は、相続人が新株予約権割当契約に定める条件

に従い、相続の対象となった新株予約権を行使できるも

のとする。

同左

調整後行使価額＝調整前行使価額×
1

分割または併合の比率



  

株主総会の特別決議日(平成19年６月24日)

中間会計期間末現在 

（平成19年９月30日）

提出日の前月末現在 

（平成19年11月30日）

新株予約権の数（個）    4,420 （注）1 同左（注）１

新株予約権のうち自己新株予

約権の数
－ －

新株予約権の目的となる株式

の種類
普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式

の数（株）
442,000 同左

新株予約権の行使時の払込金

額（円）
1株当たり 4,211 （注）2 同左

新株予約権の行使期間
自 平成21年８月２日 

至 平成25年６月30日 同左

新株予約権の行使により株式

を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格  4,211 

資本組入額 2,465 同左

新株予約権の行使の条件

①各新株予約権の一部行使はできない。

②割当日以降、５営業日（終値のない日を除く。）連続し

て、大阪証券取引所または大阪証券取引所における当社

普通株式の上場が廃止された場合もしくは他の証券取引

所における当社普通株式の取引高が大阪証券取引所にお

ける取引高を明らかに上回る場合にはその時点で当社普

通株式が上場されている全国の証券取引所のうち当社普

通株式の取引高が も多い証券取引所における当社普通

株式の普通取引の終値が、行使価額に1.05を乗じた額

（１円未満の端数については、これを切り上げるものと

する。）である4,422円以上となるまでは、新株予約権を

行使することはできない。

③当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認され

たとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約も

しくは株式移転計画につき当社株主総会（株主総会決議

が不要の場合は、当社取締役会）で承認されたときは、

合併期日、株式交換期日または株式移転期日以降、新株

予約権を行使することはできない。

同左

新株予約権の譲渡に関する事

項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の

決議による当社の承認を要する。なお、当社が割当対象者

との間で締結する新株予約権割当契約に基づき、対象者

は、新株予約権の譲渡（遺贈を含む。）、担保権設定その

他の処分が禁止されている。

同左



  

 
（注）1 各新株予約権の行使により発行する株式数(以下「付与株式数」という。)は、100株とする。 

ただし、当社が当社普通株式につき株式分割（無償割当てを含む。）または株式併合を行う場合、付与株式数

は次の算式により調整されるものとする。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率 

また、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合

に準じて付与株式数の調整を必要とする場合にも、必要かつ合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整される

ものとする。 

かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権にかかる付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じ

る１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

なお、新株予約権の目的となる株式の数は、付与株式数が調整される場合には、調整後付与株式数に新株予約

権の数を乗じた数とする。 

2 割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割（無償割当てを含む。）または株式併合を行う場合は、新株

予約権を行使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額(以下「行使価額」とい

う。)は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる１円未満の端数については、これを切り上げ

るものとする。 

 
     また、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の額の減少を行う場合、その他

これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合にも、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調

整されるものとする。 

  

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予

約権の交付に関する事項
該当事項はありません。 同左

その他

新株予約権の割当は、以下に定める事項その他の条件を定め

る新株予約権割当契約を割当対象者との間で締結し、これに

基づいて行う。

①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当

社、当社子会社、または当社関連会社の取締役、監査

役、執行役員または従業員の地位にあることを要する。

ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理

由のある場合にはこの限りではない。

②上記①にかかわらず、新株予約権の割当を受けた者が死亡

した場合は、相続人が新株予約権割当契約に定める条件

に従い、相続の対象となった新株予約権を行使できるも

のとする。

同左

調整後行使価額＝調整前行使価額×
1

分割または併合の比率



(3) 【ライツプランの内容】 

     該当事項はありません。 

 
(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

 (5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

 
（注）１ 株式会社中国銀行の所有株式数には、株式会社中国銀行が退職給付信託の信託財産として拠出している当社

株式1,600千株（1.50%）を含んでおります。 

   ２ 当社は自己株式4,617千株（4.34%）を保有しておりますが、当該株式には議決権がないため上記大株主から

は除外しております。 

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成19年４月１日～ 
平成19年９月30日

－ 106,353 － 13,600 － 29,358

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

福武 總一郎 岡山県岡山市 11,444 10.76

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社

東京都中央区晴海一丁目８番１１号 7,162 6.73

日本マスタートラスト信託銀行 
株式会社

東京都港区浜松町二丁目１１番３号 5,173 4.86

株式会社中国銀行 岡山県岡山市丸の内一丁目１５番２０号 4,337 4.07

福武 れい子 岡山県岡山市 3,174 2.98

福武 信子 岡山県岡山市 2,769 2.60

福武 美津子 岡山県岡山市 2,675 2.51

福武 純子 愛知県名古屋市 2,655 2.49

財団法人福武教育文化振興財団 岡山県岡山市南方三丁目７番１７号 2,430 2.28

財団法人直島福武美術館財団 香川県香川郡直島町３４４９－１ 2,160 2.03

計 ― 43,981 41.35



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が5,500株(議決権55個)含まれており

ます。 

２ 「単元未満株式」には当社所有の自己株式29株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は、大阪証券取引所市場第一部における株価を記載しております。 

  

３ 【役員の状況】  

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式) 
普通株式 
      4,617,700

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

101,551,400
1,015,514 ―

単元未満株式
普通株式

184,353
― ―

発行済株式総数 106,353,453 ― ―

総株主の議決権 ― 1,015,514 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社ベネッセコーポ
レーション

岡山県岡山市南方三丁目７
番17号

4,617,700 － 4,617,700 4.34

計 ― 4,617,700 － 
 

4,617,700 4.34

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 4,610 4,580 3,780 3,980 4,250 4,400

低(円) 4,260 3,460 3,310 3,580 3,570 4,010



第５【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

  なお、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間連結財務

諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中

間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

  なお、前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規

則に基づき、当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表

等規則に基づいて作成しております。 

  

  

２ 監査証明について 

当社は、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)及び前中間会計期間(平成

18年４月１日から平成18年９月30日まで)は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当中間連結会計

期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年

９月30日まで)は金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ中間連結財務諸表並びに中

間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けております。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 35,073 44,491 40,293

 ２ 受取手形及び 
   売掛金

22,118 25,562 23,900

 ３ 有価証券 51,692 42,565 44,366

 ４ たな卸資産 12,556 13,852 15,551

 ５ 繰延税金資産 5,044 5,104 5,137

 ６ その他 24,612 16,145 46,263

   貸倒引当金 △1,670 △1,887 △1,946

  流動資産合計 149,426 45.5 145,834 42.3 173,566 49.7

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物及び構築物 ※２ 29,022 28,745 28,759

  (2) 土地 ※２ 34,514 34,743 34,710

  (3) その他 8,265 71,802 9,244 72,733 8,341 71,811

 ２ 無形固定資産

  (1) のれん 41,904 51,213 41,836

  (2) その他 10,338 52,242 12,364 63,578 11,931 53,767

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 35,354 38,664 28,568

  (2) 繰延税金資産 506 891 1,235

  (3) その他 19,930 23,092 20,525

    貸倒引当金 △110 △358 △376

    投資損失引当金 △712 54,967 ― 62,290 ― 49,953

  固定資産合計 179,012 54.5 198,602 57.7 175,532 50.3

 資産合計 328,438 100.0 344,436 100.0 349,098 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び 
   買掛金

9,228 8,909 12,262

 ２ 短期借入金 332 878 796

 ３ １年以内返済予定 
      長期借入金

※２ 1,263 820 546

 ４ 未払金 12,814 13,786 21,449

 ５ 未払法人税等 11,441 11,441 9,232

 ６ 前受金 59,971 61,405 71,097

 ７ 添削料引当金 1,285 1,111 794

 ８ 賞与引当金 3,516 4,142 4,921

 ９ 役員賞与引当金 33 39 254

 10 返品調整引当金 460 554 587

 11 その他 8,081 10,181 8,582

   流動負債合計 108,428 33.0 113,271 32.9 130,524 37.4

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※２ 2,761 870 740

 ２ 繰延税金負債 845 141 553

 ３ 退職給付引当金 2,329 2,513 2,371

 ４ 役員退職慰労 
   引当金

1,432 1,484 1,467

 ５ その他 16,375 17,528 16,138

   固定負債合計 23,744 7.2 22,538 6.5 21,271 6.1

  負債合計 132,173 40.2 135,810 39.4 151,796 43.5

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 13,600 4.1 13,600 3.9 13,600 3.9

 ２ 資本剰余金 29,358 8.9 29,358 8.5 29,358 8.4

 ３ 利益剰余金 164,708 50.2 174,235 50.6 164,004 47.0

 ４ 自己株式 △9,849 △3.0 △13,076 △3.8 △9,439 △2.7

   株主資本合計 197,817 60.2 204,117 59.2 197,524 56.6

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

816 0.3 733 0.2 786 0.2

 ２ 為替換算調整勘定 △2,709 △0.8 163 0.1 △1,352 △0.4

   評価・換算 
   差額等合計

△1,892 △0.5 896 0.3 △566 △0.2

Ⅲ 新株予約権 21 0.0 169 0.1 82 0.0

Ⅳ 少数株主持分 318 0.1 3,442 1.0 261 0.1

  純資産合計 196,265 59.8 208,626 60.6 197,302 56.5

  負債純資産合計 328,438 100.0 344,436 100.0 349,098 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 175,185 100.0 187,691 100.0 354,595 100.0

Ⅱ 売上原価 87,238 49.8 93,999 50.1 175,184 49.4

   売上総利益 87,946 50.2 93,691 49.9 179,411 50.6

   返品調整引当金戻入額 553 0.3 587 0.3 553 0.2

   返品調整引当金繰入額 460 0.2 554 0.3 587 0.2

   差引売上総利益 88,039 50.3 93,724 49.9 179,377 50.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ ダイレクトメール費 ※１ 7,607 7,886 27,157

 ２ 広告宣伝費 ※１ 4,665 4,804 13,819

 ３ 運賃通信費 9,256 9,547 18,557

 ４ 顧客管理費 5,595 4,672 10,892

 ５ 給与手当 12,168 14,753 28,569

 ６ 賞与引当金繰入額 1,811 2,145 2,739

 ７ 役員賞与引当金繰入額 33 39 254

 ８ 退職給付引当金繰入額 295 384 622

 ９ 役員退職慰労引当金 
   繰入額

95 85 194

 10 貸倒引当金繰入額 390 171 1,030

 11 その他 20,021 61,943 35.4 22,741 67,232 35.8 44,223 148,060 41.8

   営業利益 26,096 14.9 26,492 14.1 31,316 8.8

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 292 613 753

 ２ 受取配当金 19 60 70

 ３ 有価証券売却益 12 44 ―

 ４ 事業用資産受取賃貸料 222 228 448

 ５ 持分法による投資利益 25 51 78

 ６ 匿名組合投資収益 ※２ 177 ― 1,581

 ７ 投資事業組合投資収益 ― 158 ―

 ８ 補助金収入 155 96 155

 ９ 為替差益 99 ― 138

 10 その他 145 1,152 0.6 232 1,483 0.8 481 3,708 1.1

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 83 19 327

 ２ 事業用資産賃貸費用 87 82 175

 ３ デリバティブ運用損失 ※３ 220 93 389

 ４ 拠点閉鎖損失 105 107 166

 ５ その他 260 757 0.4 331 633 0.3 686 1,745 0.5

   経常利益 26,490 15.1 27,342 14.6 33,279 9.4



  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※４ 247 152 254

 ２ その他 ※５ ― 247 0.1 ― 152 0.1 65 319 0.1

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却除却損 ※６ 163 377 475

 ２ 投資有価証券評価損 230 148 308

 ３ 減損損失 ※７ ― ― 246

 ４ 事業整理損失 ※８ ― 175 201

 ５ 訴訟関連損失 ― 52 ―

 ６ その他 ※９ 20 414 0.2 25 779 0.5 28 1,260 0.4

   税金等調整前 
   中間(当期)純利益

26,323 15.0 26,715 14.2 32,339 9.1

   法人税、住民税及び 
   事業税

11,602 11,547 14,830

   法人税等調整額 44 11,647 6.6 153 11,701 6.2 △927 13,902 3.9

   少数株主利益 
   (又は少数株主損失△)

△0 △0.0 149 0.1 192 0.1

   中間(当期)純利益 14,676 8.4 14,863 7.9 18,244 5.1



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 13,600 29,358 154,155 △ 9,985 187,127

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △ 4,099 △ 4,099

 中間純利益 14,676 14,676

 自己株式の取得 △ 2 △ 2

 自己株式の処分 △ 23 139 116

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― ― 10,553 136 10,690

平成18年９月30日残高(百万円) 13,600 29,358 164,708 △ 9,849 197,817

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主 
持分

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 879 △ 1,714 △ 835 ― 319 186,611

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △ 4,099

 中間純利益 14,676

 自己株式の取得 △ 2

 自己株式の処分 116

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△ 62 △ 994 △ 1,057 21 △ 0 △ 1,036

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△ 62 △ 994 △ 1,057 21 △ 0 9,653

平成18年９月30日残高(百万円) 816 △ 2,709 △ 1,892 21 318 196,265



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(百万円) 13,600 29,358 164,004 △ 9,439 197,524

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △ 4,621 △ 4,621

 中間純利益 14,863 14,863

 自己株式の取得 △ 3,692 △ 3,692

 自己株式の処分 △ 10 54 43

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― ― 10,231 △ 3,637 6,593

平成19年９月30日残高(百万円) 13,600 29,358 174,235 △ 13,076 204,117

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主 
持分

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 786 △ 1,352 △ 566 82 261 197,302

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △ 4,621

 中間純利益 14,863

 自己株式の取得 △ 3,692

 自己株式の処分 43

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△ 52 1,515 1,462 87 3,180 4,730

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△ 52 1,515 1,462 87 3,180 11,324

平成19年９月30日残高(百万円) 733 163 896 169 3,442 208,626



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目による配当が4,099百万円含まれております。 

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 13,600 29,358 154,155 △ 9,985 187,127

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当（注） △ 8,201 △ 8,201

 当期純利益 18,244 18,244

 自己株式の取得 △ 8 △ 8

 自己株式の処分 △ 83 555 471

 在外連結子会社 

 年金債務調整額
△ 109 △ 109

 株主資本以外の項目の連結 

 会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 

(百万円)
― ― 9,849 546 10,396

平成19年３月31日残高(百万円) 13,600 29,358 164,004 △ 9,439 197,524

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主 

持分
純資産合計その他 

有価証券 

評価差額金

為替換算 

調整勘定

評価・換算 

差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 879 △ 1,714 △ 835 ― 319 186,611

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当（注） △ 8,201

 当期純利益 18,244

 自己株式の取得 △ 8

 自己株式の処分 471

 在外連結子会社 

 年金債務調整額
△ 109

 株主資本以外の項目の連結 

 会計年度中の変動額(純額)
△ 92 362 269 82 △ 57 294

連結会計年度中の変動額合計 

(百万円)
△ 92 362 269 82 △ 57 10,690

平成19年３月31日残高(百万円) 786 △ 1,352 △ 566 82 261 197,302



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間(当期)純利益 26,323 26,715 32,339

 ２ 減価償却費 4,764 5,481 9,928

 ３ 減損損失 - - 246

 ４ 各種引当金の増減額(純額)(減少：△) △484 △807 1,133

 ５ その他の収益・費用の 
   非資金分(純額)

△91 △338 △1,898

 ６ 売上債権の増減額(増加：△) 566 △758 △1,000

 ７ たな卸資産の増減額(増加：△) 2,595 1,635 △485

 ８ 未収入金の増減額(増加：△) 10,219 13,475 △5,336

 ９ 仕入債務の増減額(減少：△) △3,589 △3,385 △591

 10 未払金の増減額(減少：△) △5,330 △8,052 3,088

 11 前受金の増減額(減少：△) △9,252 △10,200 1,351

 12 その他の資産及び負債の 
   増減額(純額)

206 2,055 797

    小計 25,928 25,820 39,574

 13 利息及び配当金の受取額 215 683 795

 14 利息の支払額 △83 △19 △380

 15 法人税等の支払額 △6,183 △10,127 △11,749

営業活動によるキャッシュ・フロー 19,878 16,357 28,240

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有価証券の取得による支出 △16,665 △1,461 △20,706

 ２ 有価証券の売却による収入 16,843 5,187 28,055

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △3,077 △3,449 △5,519

 ４ ソフトウェアの取得による支出 △2,158 △2,418 △5,680

 ５ 投資有価証券の取得による支出 △3,821 △10,138 △8,539

 ６ 投資有価証券の売却による収入 2,332 5,457 3,660

 ７ 連結範囲の変更を伴う子会社株式 
   取得による支出

- △10,259 -

 ８ ３か月超の定期預金の増減額(純額) △102 △3 △6

 ９ その他(純額) △2,472 3,428 △2,486

   投資活動によるキャッシュ・フロー △9,122 △13,658 △11,223



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の増減額(純額) △176 82 △4

 ２ 長期借入金の返済による支出 △685 △356 △3,862

 ３ 配当金の支払額 △4,099 △4,621 △8,201

 ４ ストックオプション権利行使による収入 114 42 470

 ５ 自己株式の取得による支出 △2 △3,692 △8

 ６ 連結子会社の自己株式取得による支出 - △385 -

 ７ その他(純額) 568 △16 976

   財務活動によるキャッシュ・フロー △4,280 △8,947 △10,629

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △55 647 560

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) 6,418 △5,601 6,948

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 66,417 73,365 66,417

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

※１ 72,836 67,764 73,365



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関す

る事項

① 連結子会社の数…31社

主要な連結子会社の名

称

Berlitz 

International, 

Inc.、

㈱ベネッセスタイルケ

ア、

㈱テレマーケティング

ジャパン、㈱アビバ、

㈱シンフォーム 他

なお、当中間連結会計

期間より、新たに設立

した１社を連結の範囲

に含めております。

① 連結子会社の数…31社

主要な連結子会社の名

称

Berlitz 

International, 

Inc.、

㈱ベネッセスタイルケ

ア、

㈱テレマーケティング

ジャパン、 

㈱東京個別指導学院、 

㈱アビバ、

㈱シンフォーム 他

なお、当中間連結会計

期間から、株式の取得

により子会社化した１

社及び新たに設立した

子会社１社を連結の範

囲に含め、会社清算し

た１社を連結の範囲か

ら除外しております。

① 連結子会社の数…30社

主要な連結子会社の名

称

「第１ 企業の概況

４ 関係会社の状況」

に記載しているため省

略しております。

なお、当連結会計年度

から、新たに設立した

子会社１社及び株式の

取得により子会社化し

た１社を連結の範囲に

含め、会社清算及び合

併による消滅により計

２社を連結の範囲から

除外しております。

② 主要な非連結子会社の

名称等

ベネッセ・中銀投資事

業有限責任組合１号

  

  

(連結の範囲から除いた

理由)

非連結子会社は、小規

模会社であり、総資

産、売上高、中間純利

益及び利益剰余金(持

分に見合う額）等は、

中間連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしてい

ないためであります。

② 主要な非連結子会社の

名称等

   同左

 

 

(連結の範囲から除いた

理由)

非連結子会社は、小規

模会社であり、総資

産、売上高、中間純損

失及び利益剰余金(持

分に見合う額）等は、

中間連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしてい

ないためであります。

 

② 主要な非連結子会社の

名称等

主要な非連結子会社

ベネッセ・中銀投資事

業有限責任組合１号の

１社であります。

(連結の範囲から除いた

理由)

非連結子会社は、小規

模会社であり、総資

産、売上高、当期純利

益及び利益剰余金(持

分に見合う額)等は、

連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていない

ためであります。

２ 持分法の適用に関

する事項

① 持分法適用の非連結子

会社………………１社

(ベネッセ・中銀投資

事業有限責任組合１

号)

① 持分法適用の非連結子

会社………………１社

        同左

① 持分法適用の非連結子

会社

ベネッセ・中銀投資事

業有限責任組合１号の

１社であります。

② 持分法適用の関連会社

……２社

(㈱ジップ、㈱風讃社)

② 持分法適用の関連会社

……２社

同左

② 持分法適用の関連会社

関連会社２社について

は全て持分法を適用し

ております。

③ 持分法を適用していな

い非連結子会社又は関

連会社はありません。

③    同左 ③    同左



 
  

項目

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

  至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

  至 平成19年９月30日)

前連結会計年度

(自 平成18年４月１日

  至 平成19年３月31日)

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項

連 結 子 会 社 の う ち、

Berlitz International,  

Inc.等５社の中間決算日は

６月30日であり、㈱進研ア

ド等２社の中間決算日は７

月31日であり、Benesse  

Hong Kong Co., Ltd.の 中

間決算日は８月31日であり

ます。中間連結財務諸表の

作成に当たっては、それぞ

れの中間期末日現在の中間

財務諸表を採用しておりま

すが、中間連結決算日との

間に生じた重要な取引につ

いては連結上必要な調整を

行っております。

連 結 子 会 社 の う ち、

Berlitz International,  

Inc.等６社の中間決算日は

６月30日であり、㈱アイ・

ピー・ユー・コーポレーシ

ョンの中間決算日は７月31

日であり、㈱お茶の水ゼミ

ナールの中間決算日は８月

31日であります。中間連結

財務諸表の作成に当たって

は、それぞれの中間期末日

現在の中間財務諸表を採用

しております。また、㈱東

京個別指導学院は、当中間

連結会計期間中に、決算月

を５月から２月に変更して

いるため、中間連結財務諸

表の作成に当たっては、８

月31日現在で実施した仮決

算に基づく財務諸表（みな

し取得日である６月１日か

らの３ヵ月間の財務諸表）

を使用しております。 

なお、これらいずれの連結

子会社についても、中間連

結決算日との間に生じた重

要な取引については連結上

必要な調整を行っておりま

す。 

 

連 結 子 会 社 の う ち、

Berlitz International,  

Inc.等５社の決算日は12月

31日であり、㈱アイ・ピー

ユー・コーポレーションの

決算日は１月31日であり、

㈱お茶の水ゼミナールの決

算日は２月28日でありま

す。連結財務諸表の作成に

当たっては、それぞれの期

末日現在の決算財務諸表を

採用しておりますが、連結

決算日との間に生じた重要

な取引については連結上必

要な調整を行っておりま

す。 

なお、Benesse Hong Kong  

Co., Ltd.は、当連結会計

年度より決算日を２月末日

から12月末日に変更したこ

とにより、当連結会計年度

における会計期間は、10ヵ

月となっております。ま

た、㈱進研アドは、当連結

会計年度より決算日を１月

末日から３月末日に変更し

たことにより、当連結会計

年度における会計期間は、

14ヵ月となっております。

これらの決算日変更による

連結財務諸表に与える影響

は軽微であります。

４ 会計処理基準に関

する事項

(1) 重要な資産の評

価基準及び評価

方法

① 有価証券

売買目的有価証券

時価法

(売却原価は移動

平均法により算

定)

満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

その他有価証券

時価のあるもの

中間期末日の市場

価格等に基づく時

価 法 ( 評 価 差 額

は、全部純資産直

入法により処理

し、売却原価は移

動平均法により算

定)

① 有価証券

売買目的有価証券

同左

満期保有目的の債券

同左

その他有価証券

時価のあるもの

  同左 

   

   

   

   

   

   

      

① 有価証券

売買目的有価証券

同左

満期保有目的の債券

同左

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場

価格等に基づく時

価 法 ( 評 価 差 額

は、全部純資産直

入法により処理

し、売却原価は移

動平均法により算

定)



  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

時価のないもの

移動平均法による

原価法又は償却原

価法(定額法)

なお、投資事業有

限責任組合等への

出資については組

合の財産の持分相

当額に基づき評価

しております。

② デリバティブ

時価法

③ たな卸資産 

製品・材料・貯蔵品
……主として総平均

法による原価法
但し、在外連結子

会社については、

主として総平均法

による低価法によ

っております。

時価のないもの

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

② デリバティブ

同左

③ たな卸資産 

製品・材料・貯蔵品  

同左

 時価のないもの

同左

 

 

 

 

 

 

 

② デリバティブ

同左

③ たな卸資産 

製品・材料・貯蔵品

 同左 

 

 

 

 

仕掛品 

……主として個別法 

  による原価法

 仕掛品
 同左

 仕掛品
同左

(2) 重要な減価償却

資産の減価償却

の方法

 

当社及び国内連結子会社

は、以下の基準によってお

ります。

① 有形固定資産

定率法を採用しており

ます。但し、平成10年

４月１日以降取得した

建物(建物付属設備を

除く)については、定

額法によっておりま

す。なお、主な耐用年

数は以下のとおりであ

ります。

建物及び
構築物

２～50年

当社及び国内連結子会社

は、以下の基準によってお

ります。

① 有形固定資産

 同左

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社

は、法人税法の改正に伴

い、当中間連結会計期間か

ら、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に

変更しております。 

この変更に伴う営業利益、

経常利益及び税金等調整前

中間純利益に与える影響

は、軽微であります。 

なお、セグメント情報に与

える影響は、当該箇所に記

載しております。 

 

 

当社及び国内連結子会社

は、以下の基準によってお

ります。

① 有形固定資産

同左



  

     項目

  前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日)

  当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日)

     前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日)

（追加情報） 

当社及び国内連結子会社

は、法人税法の改正に伴

い、当中間連結会計期間か

ら、平成19年３月31日以前

に取得した有形固定資産に

ついて、償却可能限度額ま

で償却が終了した翌年から

５年間で均等償却する方法

によっております。 

この変更に伴う営業利益、

経常利益及び税金等調整前

中間純利益に与える影響

は、軽微であります。

なお、セグメント情報に与

える影響は、当該箇所に記

載しております。 

 

② 無形固定資産

定額法を採用しており

ます。なお、ソフトウ

ェア(自社利用)につい

ては社内における利用

可能期間(主として５

年)に基づく定額法に

よっております。

② 無形固定資産
同左

② 無形固定資産
同左

在外連結子会社について

は、主として米国会計基準

によっております。

在外連結子会社について

は、主として米国会計基準

によっております。

在外連結子会社について

は、主として米国会計基準

によっております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 重要な引当金の

計上基準

① 有形固定資産

……見積耐用年数によ

る定額法

② 無形固定資産

のれん及び耐用年数が確

定できない無形固定資産

は、償却をせず年一回及

び減損の可能性を示す事

象が発生した時点で減損

の判定を行うこととして

おります。

また、耐用年数が確定で

きる無形固定資産は、定

額法により償却してお

り、この主なものは出版

権であり主として25年で

償却しております。 

 

① 貸倒引当金

当社及び国内連結子会社

は、債権の貸倒れによる

損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計

上しております。また、

在外連結子会社は、債権

を個別に検討し必要と認

めた額を計上しておりま

す。

① 有形固定資産

同左

② 無形固定資産

定額法により償却してお

り、主なものは出版権で

あり主として25年で償却

しております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 貸倒引当金

    同左

① 有形固定資産

同左

② 無形固定資産

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 貸倒引当金

    同左



  



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

② 投資損失引当金

当社は、レバレッジドリ

ースの匿名組合出資金の

価値の低落による損失に

備えるため、出資金に対

して純資産額の減少に応

じた金額を計上しており

ます。

なお、出資額を超えた損

失(637百万円)について

は、固定負債のその他に

含めております。

＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿

③ 添削料引当金

当社は、通信教育事業の

収益計上後の答案提出に

係る添削料の支出に備え

るため、過去の答案実績

提出率に基づき所要額を

計上しております。

③ 添削料引当金

同左

③ 添削料引当金

同左

④ 賞与引当金

当社及び国内連結子会

社は従業員の賞与の支

給に備えるため、支給

見込額に基づき計上し

ております。

④ 賞与引当金

同左

④ 賞与引当金

          同左

⑤ 役員賞与引当金

当社は取締役及び業務

執行役員の、また国内

連結子会社１社は業務

執行役員の賞与の支給

に備えるため、報酬に

係る内規に基づく支給

見込額を計上しており

ます。 

なお、当該引当金残高

のうち13百万円は、取

締役に対する賞与であ

り、株主総会で決議さ

れた報酬限度額内にお

いて支給を予定してい

るものであります。

⑤ 役員賞与引当金

当社及び国内連結子会

社は、取締役、監査役

及び業務執行役員の賞

与の支給に備えるた

め、報酬に係る内規に

基づく支給見込額を計

上しております。 

 

なお、当該引当金残高

のうち15百万円は、取

締役に対する賞与であ

り、また、３百万円は

監査役に対する賞与で

あり、いずれも株主総

会で決議された報酬限

度額内において支給を

予定しているものであ

ります。

⑤ 役員賞与引当金

当社及び国内連結子会

社は、取締役及び業務

執行役員の賞与の支給

に備えるため、報酬に

係る内規に基づく支給

見込額を計上しており

ます。 

 

なお、当該引当金残高

のうち122百万円は、取

締役に対する賞与であ

り、株主総会で決議さ

れた報酬限度額内にお

いて支給を予定してい

るものであります。



  

 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

⑥ 返品調整引当金

当社は、出版物の返品

による損失に備えるた

め、書籍等の出版事業

に係る売掛金残高に対

して、一定期間の返品

実績率等に基づく損失

見込額を計上しており

ます。

⑥ 返品調整引当金

同左

⑥ 返品調整引当金

同左

⑦ 退職給付引当金

当社及び国内連結子会社

は、従業員の退職給付に

備えるため、当連結会計

年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込

額に基づき、当中間連結

会計期間末において発生

していると認められる額

を計上しております。

過去勤務債務は、その発

生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年

数(８年)による定額法に

より、費用処理しており

ます。 

数理計算上の差異は、各

連結会計年度の発生時の

従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(８

年)による定額法によ

り、それぞれ発生の翌連

結会計年度より費用処理

しております。

⑦ 退職給付引当金

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去勤務債務は、その発

生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年

数(主として８年)による

定額法により、費用処理

しております。 

数理計算上の差異は、各

連結会計年度の発生時の

従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(８

年)による定額法によ

り、それぞれ発生の翌連

結会計年度より費用処理

しております。

⑦ 退職給付引当金

当社及び国内連結子会社

は、従業員の退職給付に

備えるため、当連結会計

年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込

額に基づき、当連結会計

年度末において発生して

いると認められる額を計

上しております。

          同左 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 重要な外貨建の

資産及び負債の

本邦通貨への換

算基準

⑧ 役員退職慰労引当金

当社及び国内連結子会社

２社は取締役、監査役及

び業務執行役員の、国内

連結子会社５社は取締役

の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく

中間連結会計期間末要支

給額相当額を計上してお

ります。

外貨建金銭債権債務は、中

間決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差

額は損益として処理してお

ります。なお、在外子会社

等の資産及び負債は、中間

決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、収益及び

費用は期中平均相場により

円貨に換算し、換算差額は

純資産の部における為替換

算調整勘定に含めておりま

す。

⑧ 役員退職慰労引当金

当社及び国内連結子会社

は、取締役、監査役及び

業務執行役員の退職慰労

金の支給に備えるため、

内規に基づく中間連結会

計期間末要支給額相当額

を計上しております。 

 

 

同左

⑧ 役員退職慰労引当金

当社及び国内連結子会社

は、取締役、監査役及び

業務執行役員の退職慰労

金の支給に備えるため、

内規に基づく連結会計年

度末要支給額相当額を計

上しております。 

 

 

外貨建金銭債権債務は、連

結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差

額は損益として処理してお

ります。なお、在外子会社

等の資産及び負債は、決算

日の直物為替相場により円

貨に換算し、収益及び費用

は期中平均相場により円貨

に換算し、換算差額は純資

産の部における為替換算調

整勘定に含めております。



次へ 

 
  

  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(5) 重要なリース取

引の処理方法

当社及び国内連結子会社

は、リース物件の所有権が

借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナン

ス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理に

よっております。

同左 同左

(6) その他中間連結

財務諸表(連結

財務諸表)作成

のための重要な

事項

５ のれん及び負のの

れんの償却に関す

る事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の

会計処理は、税抜方式を

採用しております。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿

消費税等の会計処理

同左 

 

 

 

のれんは、５年から20年の

期間で均等償却しておりま

す。なお、米国連結子会社

に計上されたのれんについ

ては、米国会計基準によっ

ており、償却せず年一回及

び減損の可能性を示す事象

が生じた時点で減損の判定

を行うこととしておりま

す。当該「のれん」の当中

間連結会計期間末残高は

33,529百万円であります。

消費税等の会計処理

同左 

 

 

 

のれんは、５年から20年の

期間で均等償却しておりま

す。但し、当連結会計年度

において発生したのれん及

び負ののれんのうち、重要

性が乏しいものは一括償却

しております。 

なお、米国連結子会社に計

上されたのれんについて

は、米国会計基準によって

おり、償却せず年一回及び

減損の可能性を示す事象が

生じた時点で減損の判定を

行うこととしております。

当該「のれん」の当連結会

計年度末残高は33,786百万

円であります。

６ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 連 結 キ ャ ッ シ

ュ・フ ロ ー 計 算

書)における資金

の範囲

中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書上の現金及び現金

同等物には、取得日から３

か月以内に満期の到来する

流動性の高い、容易に換金

可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスク

しか負わない短期投資を計

上しております。

同左 連結キャッシュ・フロー計

算書上の現金及び現金同等

物には、取得日から３か月

以内に満期の到来する流動

性の高い、容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか

負わない短期投資を計上し

ております。



会計処理の変更 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等) 

当中間連結会計期間から「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号)及

び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」(企

業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準適用指針第８号)を

適用しております。 

これによる損益に与える影響はあり

ません。 

なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は、195,924百万円であ

ります。 

中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中

間連結財務諸表は、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成しており

ます。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等)  

当連結会計年度から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17年

12月９日 企業会計基準第５号)及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」(企業

会計基準委員会 平成17年12月９日 

企業会計基準適用指針第８号)を適用

しております。  

これによる損益に与える影響はあり

ません。  

なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は、196,958百万円であ

ります。  

連結財務諸表規則の改正により、当

連結会計年度における連結財務諸表

は、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。

(ストック・オプション等に関する会

計基準等) 

当中間連結会計期間から「ストッ

ク・オプション等に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17年

12月27日 企業会計基準第８号)及び

「ストック・オプション等に関する

会計基準の適用指針」(企業会計基準

委員会 最終改正 平成18年５月31

日 企業会計基準適用指針第11号)を

適用しております。 

これにより、営業利益、経常利益及

び税金等調整前中間純利益は、それ

ぞれ21百万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (ストック・オプション等に関する会

計基準等)  

当連結会計年度から「ストック・オ

プション等に関する会計基準」(企業

会計基準委員会 平成17年12月27日 

企業会計基準第８号)及び「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準

の適用指針」(企業会計基準委員会 

最終改正 平成18年５月31日 企業

会計基準適用指針第11号)を適用して

おります。 

これにより、営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益は、それ

ぞれ82百万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。



次へ 

表示方法の変更 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

（中間連結貸借対照表） 

前中間連結会計期間において、「営業権」及び「連結

調整勘定」として掲記しておりましたものは、当中間

連結会計期間から、改正後の中間連結財務諸表規則を

適用し、「のれん」として表示しております。 

 

 

(中間連結損益計算書） 

前中間連結会計期間まで営業外収益の「その他」に含

めて表示しておりました「補助金収入」（前中間連結

会計期間27百万円）については、営業外収益の総額の

100分の10を超えることとなったため、当中間連結会計

期間から区分掲記しております。

（中間連結貸借対照表）

前中間連結会計期間において、流動資産の「その他」

に含めて表示しておりました信託受益権（前中間連結

会計期間末12,100百万円、当中間連結会計期間末7,997

百万円）は金融商品会計基準等の改正に伴い、当中間

連結会計期間から「有価証券」に含めて表示しており

ます。                      

（中間連結損益計算書）

前中間連結会計期間において、営業外収益の「その

他」に含めて表示しておりました「投資事業組合投資

収益」（前中間連結会計期間２百万円）については、

営業外収益の総額の100分の10を超えることとなったた

め、当中間連結会計期間から区分掲記しております。 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 減価償却累計額

有形 
固定資産

47,121百万円

※１ 減価償却累計額

有形 
固定資産

51,750百万円

※１ 減価償却累計額

有形
固定資産

48,828百万円

 

 

※２ 担保提供資産

建物及び 
構築物

9,936百万円

土地 14,588百万円

対応債務の内容

長期借入金 2,744百万円

(１年以内返済予定長期借

入金583百万円を含む)

 

 

※２ 担保提供資産

建物及び
構築物

6,656百万円

土地 13,084百万円

対応債務の内容

長期借入金 44百万円

(１年以内返済予定長期借

入金29百万円を含む)

 

 

※２ 担保提供資産

建物及び
構築物

6,899百万円

土地 13,084百万円

対応債務の内容

長期借入金 59百万円

(１年以内返済予定長期借

入金29百万円を含む)



(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 当社グループの広告宣伝費及

びダイレクトメール費は上半

期に比し、下半期が著しく増

加しております。なお、当中

間連結会計期間末に至る１年

間の広告宣伝費及びダイレク

トメール費は、次のとおりで

あります。

前連結会計
年度の下半期

29,205百万円

当中間連結
会計期間

12,273

計 41,479

※１ 当社グループの広告宣伝費及

びダイレクトメール費は上半

期に比し、下半期が著しく増

加しております。なお、当中

間連結会計期間末に至る１年

間の広告宣伝費及びダイレク

トメール費は、次のとおりで

あります。

前連結会計
年度の下半期

28,703百万円

当中間連結
会計期間

12,690

計 41,393

―――――

※２ レバレッジドリースに係わる

投資損益であります。
───── ※２ レバレッジドリースに係わる

投資損益であります。

※３ 主として関係会社に対する外

貨建貸付金の為替リスクのヘ

ッジのために行っている為替

予約取引の損失であります。

※３     同左 ※３     同左

 

※４ 固定資産売却益の内容は、次

のとおりであります。

建物及び構築物 0百万円

土地 0

無形固定資産の

その他
247

計 247
 

※４ 固定資産売却益の内容は、次

のとおりであります。

建物及び構築物 0百万円

土地 137

無形固定資産の

その他
15

計 152

※４ 固定資産売却益の内容は、次

のとおりであります。

建物及び構築物 2百万円

土地 2

有形固定資産の

その他
1

無形固定資産の

その他
247

計 254

───── ───── ※５ その他の主な内容は、役員退

職慰労引当金戻入益でありま

す。

 

 

※６ 固定資産売却除却損の内容

は、次のとおりであります。

固定資産売却損

建物及び 
構築物

0百万円

土地 0

計 1

固定資産除却損

建物及び
構築物

62百万円

有形固定資
産のその他

22

無形固定資
産のその他

75

その他 1

計 162

 

 

※６ 固定資産売却除却損の内容

は、次のとおりであります。

固定資産売却損

建物及び
構築物

1百万円

土地 5

有形固定資
産のその他

1

計 8

固定資産除却損

建物及び
構築物

116百万円

有形固定資
産のその他

36

無形固定資
産のその他

203

その他 11

計 368

 

※６ 固定資産売却除却損の内容

は、次のとおりであります。

固定資産売却損

建物及び
構築物

0百万円

土地 2

その他 0

計 3

固定資産除却損

建物及び
構築物

263百万円

土地 0

有形固定資産
のその他（工
具器具備品） 91

無形固定資産
のその他（ソ
フトウェア） 109

その他 6

計 472



前へ   次へ 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

――――― ―――――

 

※７ 米国連結子会社Berlitz 

International,Inc.におい

て、米国財務会計基準審議会

基準書第142号「のれん及び

その他の無形固定資産」及び

同第144号「長期性資産の減

損と処分に関する会計処理」

に基づき減損テストを実施し

た結果、以下の資産について

246百万円の減損損失を計上

しております。

用途 種類

語学レッスン 自社利用
管理システム ソフトウェア

子ども向け
のれん

語学教育事業

   上記資産のうち、語学レッス

ン管理システムについては、

将来の使用範囲を見直したこ

とに伴い、将来の費用削減効

果がない部分について、帳簿

価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額217百万円を

減損損失として計上しており

ます。子ども向け語学教育事

業に係るのれんについては、

ドイツにおいて同事業の一部

サービスを収束したことに伴

い、同サービスに係るのれん

の全額29百万円を減損損失と

して計上しております。
───── ※８ 事業整理損失の内容は、当社

における小学生向け体験学習

事業の収束に伴う損失175百

万円（たな卸資産評価損105

百万円、固定資産除却損等69

百万円）であります。

※８ 事業整理損失の内容は、在外

連結子会社Benesse Korea 

Co., Ltd.における高校講座

事業撤退に伴う損失201百万

円（たな卸資産処分損128百

万円、退職慰労金53百万円、

その他19百万円）でありま

す。

※９ その他の主な内容は、リース

解約損であります。

※９ その他の内容は、リース解約

損等であります。

※９ その他の主な内容は、リース

解約損27百万円であります。



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
  

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注) 変動事由の概要  

   株式数の増加の内訳は、次のとおりであります。 

              単元未満株式の買取りによる増加                     686株 

   株式数の減少の内訳は、次のとおりであります。 

        ストック・オプション権利行使に伴う自己株式の処分による減少   53,500株 

       単元未満株式の処分による減少                    320株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注)  平成18年新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

  

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後

となるもの 

 
  

株式の種類
前連結会計年度末 
株式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間末
株式数（株）

普通株式 106,353,453 － － 106,353,453

合計 106,353,453 － － 106,353,453

株式の種類
前連結会計年度末 
株式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間末
株式数（株）

普通株式(注） 3,857,438 686 53,820 3,804,304

合計 3,857,438 686 53,820 3,804,304

区分 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当中間連結
会計期間末

残高 
(百万円)

前連結
会計年度末

当中間連結会
計期間増加

当中間連結会
計期間減少

当中間連結 
会計期間末

提出会社
ストック・オプションとし
ての平成18年新株予約権

― 21

合計 ― 21

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成18年６月25日 
定時株主総会

普通株式 4,099 40 平成18年３月31日 平成18年６月26日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成18年11月８日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 4,101 40 平成18年９月30日 平成18年12月８日



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
  

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注) 変動事由の概要  

   株式数の増加の内訳は、次のとおりであります。 

             取締役会決議に基づく取得による増加                992,000株 

              単元未満株式の買取りによる増加                      960株 

   株式数の減少の内訳は、次のとおりであります。 

        ストック・オプション権利行使に伴う自己株式の処分による減少   20,000株 

       単元未満株式の処分による減少                    140株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) 平成18年新株予約権及び平成19年新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

  

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後

となるもの 

 
  

株式の種類
前連結会計年度末 
株式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間末
株式数（株）

普通株式 106,353,453 ─ ─ 106,353,453

合計 106,353,453 ─ ─ 106,353,453

株式の種類
前連結会計年度末 
株式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間末
株式数（株）

普通株式(注） 3,644,909 992,960 20,140 4,617,729

合計 3,644,909 992,960 20,140 4,617,729

区分 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当中間連結
会計期間末

残高 
(百万円)

前連結
会計年度末

当中間連結会
計期間増加

当中間連結会
計期間減少

当中間連結 
会計期間末

提出会社

平成18年ストック・オプ
ションとしての新株予約権

─ 145

平成19年ストック・オプ
ションとしての新株予約権

─ 23

合計 ─ 169

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成19年５月９日 
取締役会

普通株式 4,621 45 平成19年３月31日 平成19年６月25日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年11月８日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 4,578 45 平成19年９月30日 平成19年12月７日



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
  

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注) 変動事由の概要  

   株式数の増加の内訳は、次のとおりであります。 

              単元未満株式の買取りによる増加                     1,911株 

   株式数の減少の内訳は、次のとおりであります。 

        ストック・オプション権利行使に伴う自己株式の処分による減少   214,100株 

       単元未満株式の処分による減少                    340株 

  

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) 平成18年新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

  

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

  

株式の種類
前連結会計年度末 
株式数（株）

当連結会計年度
 増加株式数（株）

当連結会計年度
 減少株式数（株）

当連結会計年度末  
株式数（株）

普通株式 106,353,453 ─ ─ 106,353,453

合計 106,353,453 ─ ─ 106,353,453

株式の種類
前連結会計年度末 
株式数（株）

当連結会計年度
 増加株式数（株）

当連結会計年度
 減少株式数（株）

当連結会計年度末 
株式数（株）

普通株式(注） 3,857,438 1,911 214,440 3,644,909

合計 3,857,438 1,911 214,440 3,644,909

区分 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(百万円)前連結

会計年度末
当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結 
会計年度末

提出会社
ストック・オプションとし
ての平成18年新株予約権

― 82

合計 ― 82

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成18年６月25日 
定時株主総会

普通株式 4,099 40 平成18年３月31日 平成18年６月26日

平成18年11月８日 
取締役会

普通株式 4,101 40 平成18年９月30日 平成18年12月８日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年５月９日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 4,621 45 平成19年３月31日 平成19年６月25日



前へ   次へ 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額

との関係

現金及び 
預金勘定

35,073百万円

有価証券勘

定
51,692

預入期間が 
3か月を超
える定期預
金

△2,000

株式及び償
還までの期
間が3か月
を超えるコ
マーシャル
ペーパー等

△11,929

現金及び 
現金同等物

72,836

 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額

との関係

現金及び
預金勘定

44,491百万円

有価証券勘

定
42,565

預入期間が
3か月を超
える定期預
金

△2,411

株式及び償
還までの期
間が3か月
を超えるコ
マーシャル
ペーパー等

△16,881

現金及び
現金同等物

67,764

      

    

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金及び
預金勘定

40,293百万円

有価証券勘

定
44,366

預入期間が 
3か月を超え
る定期預金

△1,906

運用期間が3
か月を超え
るユーロ円
債・コマ ー
シャルペー
パー等

△9,388

現金及び
現金同等物

73,365



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ 借主分

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額
有形固定 
資産の 
その他

無形固定 
資産の 
その他

合計

取得価額 
相当額

7,480 1,270 8,750百万円

減価償却 
累計額 
相当額

3,332 590 3,923

中間期末 
残高 
相当額

4,147 679 4,826

１ 借主分

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額

建物及び
構築物

有形固定
資産の 
その他

無形固定
資産の 
その他

合計

取 得 価 額
相当額

178 9,026 1,379 10,584百万円

減 価 償 却
累計額 
相当額

111 4,187 716 5,015

中間期末 
残高 
相当額

67 4,838 663 5,569

１ 借主分

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額

有形固定
資産の 
その他

無形固定 
資産の 
その他

合計

取得価額 
相当額

8,085 1,205 9,291百万円

減価償却 
累計額 
相当額

3,464 542 4,006

期末残高 
相当額

4,621 663 5,284

取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、「支払

利子込み法」により算定して

おります。

同左 取得価額相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合

が低いため、「支払利子込み

法」により算定しておりま

す。

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 1,700百万円

１年超 3,126

合計 4,826

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 2,005百万円

１年超 3,563

合計 5,569

(2) 未経過リース料期末残高相当

額

１年内 1,820百万円

１年超 3,464

合計 5,284

未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合

が低いため、「支払利子込み

法」により算定しておりま

す。

同左 未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、

「支払利子込み法」により算

定しております。

(3) 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 996百万円

減価償却費 
相当額

996百万円

(3) 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 1,121百万円

減価償却費
相当額

1,121百万円

(3) 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 1,985百万円

減価償却費 
相当額

1,985百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

２ 貸主分 ─────── ２ 貸主分

 

レバレッジドリースの匿名組合方

式による取引

① リース物件の取得価額、減

価償却累計額及び中間期末

残高

機械及 
び装置

取得価額 3,829百万円

減価償却 
累計額

3,637

中間期末 
残高

191

 

 

 

レバレッジドリースの匿名組合方

式による取引

① リース物件の取得価額、減

価償却累計額及び中間期末

残高

───────

 

 

 

② 未経過リース料中間期末残

高相当額

１年内 136百万円

合計 136

  

② 未経過リース料中間期末残

高相当額

───────

③ 受取リース料、減価償却費

及び受取利息相当額

受取リース料 266百万円

減価償却費 9百万円

受取利息 

相当額
112百万円

 

③ 受取リース料、減価償却費

及び受取利息相当額

受取リース料 488百万円

減価償却費 9百万円

受取利息 

相当額
197百万円

④ 利息相当額の算定方法

リース料総額と見積残存価

額の合計額からリース物件

の購入価額を控除した額を

利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息

法によっております。

なお、上記は総額法に準じて注

記を行っておりますが、会計処

理は、出資金を投資その他の資

産のその他に、匿名組合投資損

益を損益計算書に計上しており

ます。

④ 利息相当額の算定方法

リース料総額と見積残存価

額の合計額からリース物件

の購入価額を控除した額を

利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息

法によっております。

なお、上記は総額法に準じて注

記を行っておりますが、会計処

理は、出資金を投資その他の資

産のその他に、匿名組合投資損

益を損益計算書に計上しており

ます。



前へ   次へ 

 
  

  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前連結会計年度

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

３ 転貸リース取引に係る注記

(1) 未経過受取リース料中間期末

残高相当額

１年内 2百万円

１年超 2

合計 5

３ 転貸リース取引に係る注記

(1) 未経過受取リース料中間期末

残高相当額

１年内 2百万円

１年超 3

合計 6

３ 転貸リース取引に係る注記

(1) 未経過受取リース料期末残高

相当額

１年内 2百万円

１年超 2

合計 4

未経過受取リース料中間期末

残高相当額は、未経過受取リ

ース料中間期末残高が営業債

権の中間期末残高等に占める

割合が低いため、「受取利子

込み法」により算定しており

ます。

同左 未経過受取リース料期末残高

相当額は、未経過受取リース

料期末残高が営業債権の期末

残高等に占める割合が低いた

め、「受取利子込み法」によ

り算定しております。

(2) 未経過支払リース料中間期末

残高相当額

１年内 2百万円

１年超 1

合計 4

(2) 未経過支払リース料中間期末

残高相当額

１年内 3百万円

１年超 4

合計 8

(2) 未経過支払リース料期末残高

相当額

１年内 2百万円

１年超 1

合計 4

未経過支払リース料中間期末

残高相当額は、未経過支払リ

ース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、「支払

利子込み法」により算定して

おります。

同左 未経過支払リース料期末残高

相当額は、未経過支払リース

料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低

いため、「支払利子込み法」

により算定しております。

オペレーティング・リース取引

借主分

未経過リース料

１年内 5,964百万円

１年超 36,238

合計 42,203

オペレーティング・リース取引

借主分

未経過リース料

１年内 7,181百万円

１年超 41,001

合計 48,183

オペレーティング・リース取引

借主分

未経過リース料

１年内 6,440百万円

１年超 38,228

合計 44,669



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

(注) 時価評価されていない有価証券について、当中間連結会計期間において減損処理を行い、投資有価証券評価損

230百万円を計上しております。 

  

区分
中間連結貸借
対照表計上額 
(百万円)

時価
(百万円)

差額 
(百万円)

(1) 満期保有目的の債券

  社債 7,000 6,959 △40

計 7,000 6,959 △40

区分
取得原価
(百万円)

中間連結貸借
対照表計上額 
(百万円)

差額 
(百万円)

(2) その他有価証券

① 株式 1,615 3,062 1,446

② 債券

社債 29,409 29,302 △107

③ その他 110 113 3

計 31,135 32,478 1,342

内容
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

(1) 満期保有目的の債券

  社債
0

計 0

(2) その他有価証券

①コマーシャルペーパー 25,786

②譲渡性預金 9,500

③マネー・マネジメント・ファンド 6,974

④フリーファイナンシャルファンド 3,000

⑤非上場株式 1,070

⑥投資事業有限責任組合等 348

計 46,680



当中間連結会計期間末（平成19年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
  

(注) 時価のある有価証券について、当中間連結会計期間において減損処理を行い、投資有価証券評価損101百万円を

計上しております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

(注) 時価評価されていない有価証券について、当中間連結会計期間において減損処理を行い、投資有価証券評価損

46百万円を計上しております。 

  

区分
中間連結貸借
対照表計上額 
(百万円)

時価
(百万円)

差額 
(百万円)

(1) 満期保有目的の債券

  社債 7,000 6,970 △29

計 7,000 6,970 △29

区分
取得原価
(百万円)

中間連結貸借
対照表計上額 
(百万円)

差額 
(百万円)

(2) その他有価証券

① 株式 4,466 5,921 1,455

② 債券

社債 27,931 27,845 △85

③ その他 3,998 3,891 △106

計 36,395 37,658 1,262

内容
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

(1) 満期保有目的の債券

  社債
0

計 0

(2) その他有価証券

①コマーシャルペーパー 18,186

②譲渡性預金 1,500

③マネー・マネジメント・ファンド 6,496

④リース債権信託受益権 7,997

⑤非上場株式 960

⑥投資事業有限責任組合等 517

計 35,657



前へ   次へ 

前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

１ 時価のある有価証券 

  

 
  

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

(注) 時価評価されていない有価証券について、当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損308百

万円を計上しております。 

  

  

  

区分
連結貸借対照表計上額

(百万円)
時価

(百万円)
差額 

(百万円)

(1) 満期保有目的の債券

  社債 7,000 6,983 △16

計 7,000 6,983 △16

区分
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額 
(百万円)

(2) その他有価証券

① 株式 1,655 2,884 1,229

② 債券

社債 22,748 22,727 △20

③ その他 60 61 0

計 24,465 25,673 1,208

内容
連結貸借対照表計上額

(百万円)

（1）満期保有目的の債券

      社債 0

計 0

(2)その他有価証券

①コマーシャルペーパー 16,392

②マネー・マネジメント・ファンド 6,983

③フリー・ファイナンシャル・ファンド 3,000

④非上場株式 966

⑤譲渡性預金 11,000

⑥貸付債権信託受益権 1,000

  ⑦投資事業有限責任組合等 411

計 39,755



(デリバティブ取引関係) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

通貨関連 

  

 
(注) １ 時価の算定方法 

為替予約取引の時価は、先物相場を使用しております。 

２ 上記の為替予約取引の売建は、関係会社に対する外貨建貸付金の為替相場の変動リスク回避のために行って

いるものであります。 

  
  

(ストック・オプション等関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１. 当該中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

      販売費及び一般管理費のその他      21百万円 

  

２.  ストック・オプションの内容及び規模 

 
(注) １ 任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではありません。 

２ 株価は大阪証券取引所(大阪証券取引所における当社普通株式の上場が廃止された場合、もしくは他の証券

取引所における当社普通株式の取引高が大阪証券取引所における取引高を明らかに上回る場合には、その時

点で当社普通株式が上場されている全国の証券取引所のうち当社普通株式の取引高が も多い証券取引所)

における当社普通株式の普通取引の終値を用います。 

  

区分 種類

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

契約額等 
(百万円)

契約額等 
のうち 
１年超 

(百万円)

時価 
(百万円)

評価損益
(百万円)

契約額等
(百万円)

契約額等
のうち 
１年超 

(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

契約額等
(百万円)

契約額等 
のうち 
１年超 

(百万円)

時価 
(百万円)

評価損益
(百万円)

市場 
取引 
以外

為替予約取引

売建―米ドル 2,699 ―  2,699 △0 2,645 ― 2,644 0 2,706
 

─ 2,706 △0

売建―韓国ウォン  1,999 ―  2,023 △ 24 3,621 ― 3,646 △24 4,200 ― 4,216 △16

合計  4,698 ―  4,722 △ 24 6,267 ― 6,291 △24 6,906 ― 6,922 △16

会社名 提出会社

決議年月日 平成18年６月25日(株主総会)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役               ７

当社監査役               ４

当社執行役員(取締役兼任者を除く)    14

当社従業員               ２

当社子会社の取締役           ７

株式の種類及び付与数(株) 普通株式  257,000

付与日 平成18年８月３日

権利確定条件

下記の勤務条件、株価条件をともに満たすことを要する。

(１)権利行使時において当社、当社子会社、又は当社関連会社の取締役、
監査役、執行役員又は従業員の地位にあること (注)１

(２)付与日(平成18年８月３日)以降、５営業日(終値のない日を除く。)連
続して、株価が行使価額に1.05を乗じた額(１円未満の端数についてはこ
れを切り上げるものとする。)である4,609円以上となること (注)２

対象勤務期間
自 平成18年８月３日

至 平成20年６月30日

権利行使期間
自 平成20年７月１日

至 平成24年６月30日

権利行使価格(円) 4,389

付与日における公正な評価単価(円) 991



  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

１. 当該中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

      販売費及び一般管理費のその他      87百万円 

  

２.  ストック・オプションの内容 

 
(注) １ 任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではありません。 

２ 株価は大阪証券取引所(大阪証券取引所における当社普通株式の上場が廃止された場合、もしくは他の証券

取引所における当社普通株式の取引高が大阪証券取引所における取引高を明らかに上回る場合には、その時

点で当社普通株式が上場されている全国の証券取引所のうち当社普通株式の取引高が も多い証券取引所)

における当社普通株式の普通取引の終値を用います。 

会社名 提出会社

決議年月日 平成19年６月24日(株主総会)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役               ９

当社監査役               ４

当社執行役員(取締役兼任者を除く)    17

当社従業員               12

当社子会社の取締役           ４

株式の種類及び付与数(株) 普通株式  442,000

付与日 平成19年８月10日

権利確定条件

下記の勤務条件、株価条件をともに満たすことを要する。

(１)権利行使時において当社、当社子会社、又は当社関連会社の取締役、
監査役、執行役員又は従業員の地位にあること (注)１

(２)付与日(平成19年８月10日)以降、５営業日(終値のない日を除く。)連
続して、株価が行使価額に1.05を乗じた額(１円未満の端数についてはこ
れを切り上げるものとする。)である4,422円以上となること (注)２

対象勤務期間
自 平成19年８月10日

至 平成21年６月30日

権利行使期間
自 平成21年８月２日

至 平成25年６月30日

権利行使価格(円) 4,211

付与日における公正な評価単価(円) 718



前へ 

  

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１. 当該連結会計年度における費用計上額及び科目名 

      販売費及び一般管理費のその他      82百万円 

  

２.  ストック・オプションの内容 

 
(注) １ 任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではありません。 

２ 株価は大阪証券取引所(大阪証券取引所における当社普通株式の上場が廃止された場合、もしくは他の証券

取引所における当社普通株式の取引高が大阪証券取引所における取引高を明らかに上回る場合には、その時

点で当社普通株式が上場されている全国の証券取引所のうち当社普通株式の取引高が も多い証券取引所)

における当社普通株式の普通取引の終値を用います。 

  

会社名 提出会社

決議年月日 平成18年６月25日(株主総会)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役               ７

当社監査役               ４

当社執行役員(取締役兼任者を除く)    14

当社従業員               ２

当社子会社の取締役           ７

株式の種類及び付与数(株) 普通株式  257,000

付与日 平成18年８月３日

権利確定条件

下記の勤務条件、株価条件をともに満たすことを要する。

(１)権利行使時において当社、当社子会社、又は当社関連会社の取締役、
監査役、執行役員又は従業員の地位にあること (注)１

(２)付与日(平成18年８月３日)以降、５営業日(終値のない日を除く。)連
続して、株価が行使価額に1.05を乗じた額(１円未満の端数についてはこ
れを切り上げるものとする。)である4,609円以上となること (注)２

対象勤務期間
自 平成18年８月３日

至 平成20年６月30日

権利行使期間
自 平成20年７月１日

至 平成24年６月30日

権利行使価格(円) 4,389

付与日における公正な評価単価(円) 991



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

当社の事業区分は、内部管理上採用している区分(顧客別カンパニー制)を基本にしております。 

２ 各事業区分の主要製品 

 
３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用2,966百万円の主なものは、親会社本社の

人財部門・経理部門・財務部門等に係る費用であります。 

４ 「会計処理の変更」の（ストック・オプション等に関する会計基準等）に記載のとおり、当中間連結会計期

間から「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計

基準第８号)及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 終改正

平成18年5月31日 企業会計基準適用指針第11号)を適用しております。この変更により、従来の方法によっ

た場合に比べて、当中間連結会計期間の「消去又は全社」の営業費用は21百万円増加し、営業利益が同額減

少しております。 

  

教育事業
グループ
(百万円)

 
Lifetime 
Value 

(ライフ 
タイム 

バリュー) 
カンパニー 
(百万円)

Senior 
(シニア) 

カンパニー
(百万円)

語学
カンパニー
(百万円)

アビバ事業
(百万円)

その他
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

104,681  11,300  15,653 28,241  4,951 10,357 175,185 ― 175,185

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

      5       2 0     29      1 11,394 11,434 (11,434) ―

計 104,686  11,303  15,653 28,270  4,953 21,751 186,619 (11,434) 175,185

営業費用  79,670  10,214  14,125 25,897  5,984 21,900 157,792 (8,703) 149,089

営業利益又は 
営業損失(△)

 25,016   1,088   1,528  2,373 △ 1,030 △ 148 28,827 (2,731)  26,096

事業区分 主要製品

教育事業グループ
通信教育「進研ゼミ」(高校講座、中学講座、小学講
座、こどもちゃれんじ)、進研模試、生徒手帳、高
校・小中辞典、学習参考書、学習補助教材他

Lifetime Value(ライフタイムバリュー) 
カンパニー

雑誌他

Senior(シニア)カンパニー 介護付き高齢者向けホーム運営、在宅介護サービス他

語学カンパニー 語学教育、通訳他

アビバ事業 パソコン教室の運営他

その他事業 テレマーケティング、情報処理サービス他



当中間連結会計期間(自平成19年４月１日 至平成19年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

当社の事業区分は、内部管理上採用している区分(顧客別カンパニー制)を基本にしております。 

２ 各事業区分の主要製品・サービス 

 
３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用2,752百万円の主なものは、親会社本社の

人財部門・経理部門・財務部門等に係る費用であります。 

４ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (2) 重要な減価

償却資産の減価償却の方法 ①有形固定資産（会計方針の変更）」に記載のとおり、当社及び国内連結子会

社は、法人税法の改正に伴い、当中間連結会計期間から、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。なお、この変更に伴う各セグメン

トの営業費用及び営業利益に与える影響額は軽微であります。 

５ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (2) 重要な減価

償却資産の減価償却の方法 ①有形固定資産（追加情報）」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、

法人税法の改正に伴い、当中間連結会計期間から、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産につい

て、償却可能限度額まで償却した翌年から５年間で均等償却する方法によっております。なお、この変更に

伴う各セグメントの営業費用及び営業利益に与える影響は軽微であります。 

  

教育事業
グループ
(百万円)

 
Lifetime 
Value 

(ライフ 
タイム 

バリュー) 
カンパニー 
(百万円)

Senior 
(シニア) 

カンパニー
(百万円)

語学
カンパニー
(百万円)

アビバ事業
(百万円)

その他
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

108,355 12,068 18,061 32,910 4,991 11,303 187,691 ─ 187,691

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

14 4 ─ 42 8 9,075 9,145 (9,145) ─

計 108,369 12,073 18,061 32,953 4,999 20,378 196,836 (9,145) 187,691

営業費用 84,619 11,119 16,775 29,251 5,165 20,997 167,929 (6,730) 161,198

営業利益又は 
営業損失(△)

23,750 953 1,286 3,701 △165 △619 28,907 (2,414) 26,492

事業区分 主要製品・サービス

教育事業グループ

通信教育「進研ゼミ」(高校講座、中学講座、小学講
座、こどもちゃれんじ)、進研模試、生徒手帳、高
校・小中辞典、学習参考書、学習補助教材、塾・予備
校の運営他

Lifetime Value(ライフタイムバリュー) 
カンパニー

雑誌他

Senior(シニア)カンパニー 介護付き高齢者向けホーム運営、在宅介護サービス他

語学カンパニー 語学教育、通訳他

アビバ事業 パソコン教室の運営他

その他事業 テレマーケティング、情報処理サービス他



前連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

当社の事業区分は、内部管理上採用している区分(顧客別カンパニー制)を基本にしております。 

２ 各事業区分の主要製品 

 
３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用7,660百万円の主なものは、親会社本社の

人財部門・経理部門・財務部門等に係る費用であります。 

４ 「会計処理の変更」の（ストック・オプション等に関する会計基準等）に記載のとおり、当連結会計年度か

ら「ストック・オプション等に関する会計基準（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準第

８号）及び、「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 終改正

平成18年５月31日 企業会計基準適用指針第11号）を適用しております。この変更により、従来の方法によ

った場合に比べて、当連結会計年度の「消去又は全社」の営業費用は82百万円増加し、営業利益が同額減少

しております。 

  

教育事業
グループ
(百万円)

 
Lifetime 
Value 

(ライフ 
タイム 

バリュー) 
カンパニー 
(百万円)

Senior 
(シニア) 

カンパニー
(百万円)

語学
カンパニー
(百万円)

アビバ事業
(百万円)

その他
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

208,833 23,450 32,053 59,164 10,325 20,768 354,595 ─ 354,595

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

10 5 0 74 5 22,406 22,503 (22,503) ─

計 208,843 23,455 32,054 59,239 10,331 43,175 377,099 (22,503) 354,595

営業費用 178,232 22,081 29,514 54,569 11,514 42,745 338,656 (15,377) 323,279

営業利益又は 
営業損失(△)

30,611 1,373 2,540 4,670 △1,182 429 38,442 (7,125) 31,316

事業区分 主要製品

教育事業グループ
通信教育「進研ゼミ」(高校講座、中学講座、小学講
座、こどもちゃれんじ)、進研模試、生徒手帳、高
校・小中辞典、学習参考書、学習補助教材他

Lifetime Value(ライフタイムバリュー) 
カンパニー

雑誌他

Senior(シニア)カンパニー 介護付き高齢者向けホーム運営、在宅介護サービス他

語学カンパニー 語学教育、通訳他

アビバ事業 パソコン教室の運営他

その他事業 テレマーケティング、情報処理サービス他



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 
  

 
  

当中間連結会計期間(自平成19年４月１日 至平成19年９月30日) 
  

 
  

前連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 
  

 
(注) １ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

   (1) 国又は地域の区分の方法…………地理的近接度による 
   (2) 各区分に属する主な国又は地域…日本：日本 

   北米：アメリカ合衆国、カナダ 
                                    その他の地域：イギリス、ドイツ、フランス、日本以外のアジア 
２ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (2) 重要な減価

償却資産の減価償却の方法 ①有形固定資産（会計方針の変更）」に記載のとおり、当社及び国内連結子会

社は、法人税法の改正に伴い、当中間連結会計期間から、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産に

ついては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。なお、この変更に伴う「日本」

の営業費用及び営業利益に与える影響額は軽微であります。 

３ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (2) 重要な減価

償却資産の減価償却の方法 ①有形固定資産（追加情報）」に記載のとおり、当中間連結会計期間から平成

19年３月31日以前に取得した有形固定資産については、償却可能限度額まで償却した翌年から５年間で均等

償却する方法によっております。なお、この変更に伴う「日本」の営業費用及び営業利益に与える影響額は

日本 
(百万円)

北米
(百万円)

その他の
地域 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 152,862 6,674 15,648 175,185 ― 175,185

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

7 0 822 831 (831) ―

計 152,870 6,675 16,471 176,016 (831) 175,185

営業費用 127,049 5,276 17,594 149,920 (831) 149,089

営業利益又は営業損失(△) 25,820 1,399 △1,123 26,096 ― 26,096

日本 
(百万円)

北米
(百万円)

その他の
地域 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 160,956 7,953 18,780 187,691 ─ 187,691

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

32 1 2,283 2,317 (2,317) ─

計 160,988 7,955 21,064 190,008 (2,317) 187,691

営業費用 136,701 5,683 21,131 163,515 (2,317) 161,198

営業利益又は営業損失(△) 24,287 2,272 △67 26,492 ─ 26,492

日本 
(百万円)

北米
(百万円)

その他の
地域 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 307,630 14,631 32,334 354,595 ─ 354,595

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

34 2 1,800 1,837 (1,837) ─

計 307,664 14,633 34,135 356,433 (1,837) 354,595

営業費用 277,354 11,177 36,585 325,116 (1,837) 323,279

営業利益又は営業損失(△) 30,310 3,456 △2,450 31,316 ─ 31,316



軽微であります。 



【海外売上高】 

  

 
  

  

 
  

  

 
(注) １ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法…………地理的近接度による 

(2) 各区分に属する主な国又は地域…北米：アメリカ合衆国、カナダ 

その他の地域：イギリス、ドイツ、フランス、日本以外のアジア 

２ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

前中間連結会計期間
(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日)

北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 6,674 15,662 22,336

Ⅱ 連結売上高(百万円) 175,185

Ⅲ 連結売上高に占める
    海外売上高の割合(％)

3.8 9.0 12.8

当中間連結会計期間
(自平成19年４月１日 至平成19年９月30日)

北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 7,953 18,826 26,779

Ⅱ 連結売上高(百万円) 187,691

Ⅲ 連結売上高に占める
    海外売上高の割合(％)

4.2 10.1 14.3

前連結会計年度
(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日)

北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 14,631 32,378 47,010

Ⅱ 連結売上高(百万円) 354,595

Ⅲ 連結売上高に占める
    海外売上高の割合(％)

4.1 9.2 13.3



(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

1.  １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下の

とおりであります。 

 
  

2.  １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 1,910.55円 2,015.17円 1,917.64円

１株当たり中間(当期)純利益 143.16円 145.34円 177.86円

潜在株式調整後１株当たり 
中間(当期)純利益

142.67円 145.03円 177.23円

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり中間(当期)純利益

中間(当期)純利益(百万円) 14,676 14,863 18,244

普通株主に帰属しない金額 
(百万円)

― ─ ─

普通株式に係る中間(当期) 
純利益(百万円)

14,676 14,863 18,244

普通株式の期中平均株式数 
(千株)

102,519 102,271 102,574

潜在株式調整後１株当たり 
中間（当期）純利益

中間(当期)純利益調整額 
(百万円)

― △1 ─

(うち連結子会社の潜在株式 
調整額(百万円))

― (△1) ─

普通株式増加数(千株) 352 207 367

(うち新株予約権(千株)) (352) (207) (367)

希薄化効果を有しないため、
潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益の算定に含め
なかった潜在株式の概要

当社の平成18年６月25日
開催定時株主総会決議に
よる新株予約権１種類(新
株予約権の数2,570個)。

当社の新株予約権２種類
（新株予約権の数6,790
個）、及び連結子会社の
新株予約権２種類（新株
予約権の数3,517個） 
当社の新株予約権の詳細
については、第４提出会
社の状況 （２）新株予
約権等の状況に記載のと
おりであります。

_________________

項目
前中間連結会計期間末
平成18年９月30日

当中間連結会計期間末
平成19年９月30日

前連結会計年度末 
平成19年３月31日

純資産の部の合計額 
（百万円）

196,265 208,626 197,302

純資産の部の合計額から控除
する金額（百万円）

340 3,611 344

（うち新株予約権） (21) (169) (82)

（うち少数株主持分） (318) (3,442) (261)

普通株式に係る中間期末 
(期末)の純資産額（百万円）

195,924 205,014 196,958

１株当たり純資産額の算定に
用いられた中間期末(期末)の
普通株式の数（千株）

102,549 101,735 102,708



  



(重要な後発事象) 

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

    _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    _________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(株式の取得による会社の買収)
当社は、平成19年５月18日開催の
取締役会において、㈱東京個別指
導学院（以下「対象者」）の株式
を公開買付けにより取得すること
を決議し、同年５月23日から同年
６月19日まで公開買付けを実施し
ました。その結果、同年６月26日
付で対象者は当社の連結子会社と
なる予定であります。概要は次の
とおりであります。

(1)株式取得による会社の買収の旨
  及び目的

通信教育のみではニーズを充足で
きない当社のお客様に対し対象者
の個別指導学習によるプログラム
の紹介を行うこと、また、対象者
のお客様に対し当社の教育コンテ
ンツを提供することといった相互
の業務の補完を推進することがで
き、両社及び両社のお客様にとっ
てもメリットが高いものと考え、
公開買付けにより株式を取得し、
対象者を買収することといたしま
した。

(2)買収する会社の名称、事業内容、
  規模

・名称 株式会社東京個別指
導学院

・主な事
 業内容

個別指導を中心とし
た学習塾の運営、そ
の他これらに関連す
る事業

・設立 平成６年５月17日

・本店所
 在地

東京都中央区佃一丁
目11番８号

・代表者 代表取締役社長 
馬場 信治

・資本の
 額

642百万円

(以上、平成18年11月30日現在)
・売上高 16,072百万円

・経常利
 益

 2,367百万円

・当期純
 利益

 1,347百万円

・総資産  6,836百万円

・純資産  5,212百万円

(以上、平成18年５月期決算の
経営指標)

(3)株式取得の時期
公開買付けの決済の開始日は、平
成19年６月26日であります。

(4)取得する株式の種類、数、取得価
  額及び取得後の持分比率

取得する株式の種類：普通株式
取得する株式の数 
        ：33,610,800株
取得価額：普通株式１株につ 
     き、金380円 
     総額12,772百万円 
      なお、公開買付け代 
          理人へ支払われる手 
          数料や諸経費は含み 
          ません。
取得後の按分比率：51.89％

(5)支払資金の調達方法
買付けに要する資金は自己資金
で賄います。



 
  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

    _________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    _________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(自己株式の取得)
当社は、平成19年６月21日開催の
取締役会において、機動的な資本
政策を遂行し、資本効率を追求す
るため、会社法第459条第１項第
１号の規定による定款の定めに基
づき、自己株式を取得することを
決議いたしました。概要は次のと
おりであります。

(1)取得する株式の種類 
  当社普通株式
(2)取得する株式の総数 
  1,000,000株(上限) 
 (発行済株式総数に対する割合 
  0.9％)
(3)株式の取得価額の総額 
  3,700百万円(上限)
(4)自己株式取得の日程 
  平成19年６月26日から平成19年 
  ７月19日
(5)取得方法
  東京証券取引所及び大阪証券取 
  引所における市場買付け



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 
  

 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 8,554 7,014 7,868

 ２ 受取手形 12 1 15

 ３ 売掛金 9,014 9,407 10,423

 ４ 有価証券 51,692 42,565 44,366

 ５ たな卸資産 10,887 12,156 13,977

 ６ 繰延税金資産 2,057 2,466 2,346

 ７ その他 21,804 12,613 43,888

   貸倒引当金 △942 △818 △1,159

   流動資産合計 103,079 37.6 85,406 31.5 121,727 42.4

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物 ※２ 19,125 18,026 18,556

  (2) 土地 ※２ 32,881 32,909 32,876

  (3) 建設仮勘定 14 346 160

  (4) その他 7,458 59,479 7,364 58,647 7,200 58,793

 ２ 無形固定資産 8,049 10,357 10,104

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 34,742 34,729 27,917

  (2) 関係会社株式 49,230 62,823 49,818

  (3) その他 23,192 23,722 23,168

    貸倒引当金 △2,668 △4,682 △4,046

    投資損失引当金 △902 103,593 △190 116,402 △190 96,668

   固定資産合計 171,122 62.4 185,407 68.5 165,566 57.6

   資産合計 274,202 100.0 270,813 100.0 287,293 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 5,923 5,819 8,143

 ２ １年以内返済予 
   定長期借入金

※２ 583 29 29

 ３ 未払消費税等 ※４ 1,127 1,127 560

 ４ 未払法人税等 9,839 9,259 6,738

 ５ 前受金 43,507 43,445 55,111

 ６ 添削料引当金 1,285 1,111 794

 ７ 賞与引当金 2,050 2,343 3,125

 ８ 役員賞与引当金 26 32 172

 ９ 返品調整引当金 460 554 587

 10 その他 9,232 9,218 18,251

   流動負債合計 74,038 27.0 72,941 27.0 93,515 32.5

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※２ 2,160 14 29

 ２ 退職給付引当金 1,576 1,628 1,579

 ３ 役員退職慰労 
   引当金

1,266 1,330 1,268

 ４ その他 1,218 89 559

   固定負債合計 6,222 2.3 3,063 1.1 3,436 1.2

   負債合計 80,260 29.3 76,005 28.1 96,951 33.7



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 13,600 5.0 13,600 5.0 13,600 4.8

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 29,358 29,358 29,358

   資本剰余金合計 29,358 10.7 29,358 10.8 29,358 10.2

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 3,400 3,400 3,400

  (2) その他利益 
    剰余金

    配当平均積立金 3,000 3,000 3,000

    別途積立金 132,880 132,880 132,880

    繰越利益剰余金 20,721 24,839 16,678

   利益剰余金合計 160,001 58.3 164,119 60.6 155,958 54.3

 ４ 自己株式 △9,849 △3.6 △13,076 △4.8 △9,439 △3.3

   株主資本合計 193,110 70.4 194,001 71.6 189,477 66.0

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

810 0.3 637 0.2 781 0.3

   評価・換算 
   差額等合計

810 0.3 637 0.2 781 0.3

Ⅲ 新株予約権 21 0.0 169 0.1 82 0.0

   純資産合計 193,942 70.7 194,808 71.9 190,341 66.3

   負債純資産合計 274,202 100.0 270,813 100.0 287,293 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 111,896 100.0 111,402 100.0 223,033 100.0

Ⅱ 売上原価 44,433 39.7 43,753 39.3 87,553 39.3

   売上総利益 67,463 60.3 67,648 60.7 135,479 60.7

   返品調整引当金戻入額 553 0.5 587 0.5 553 0.3

   返品調整引当金繰入額 460 0.4 554 0.4 587 0.3

   差引売上総利益 67,556 60.4 67,682 60.8 135,445 60.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 44,096 39.4 46,365 41.7 111,413 49.9

   営業利益 23,459 21.0 21,316 19.1 24,032 10.8

Ⅳ 営業外収益 ※２ 2,461 2.2 2,147 1.9 5,127 2.3

Ⅴ 営業外費用 ※３ 596 0.6 508 0.4 1,267 0.6

   経常利益 25,324 22.6 22,955 20.6 27,892 12.5

Ⅵ 特別利益 229 0.2 137 0.1 296 0.1

Ⅶ 特別損失 ※５ 3,177 2.8 1,367 1.2 4,639 2.1

   税引前中間(当期)純利益 22,376 20.0 21,725 19.5 23,549 10.5

   法人税、住民税 
   及び事業税

10,013 9,418 11,355

   法人税等調整額 △102 9,911 8.9 △487 8,931 8.0 △389 10,966 4.9

   中間(当期)純利益 12,464 11.1 12,794 11.5 12,583 5.6



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
  

   

 
（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金
資本剰余金

合計
利益

準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計配当平均
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日 
残高 (百万円）

13,600 29,358 29,358 3,400 3,000 126,880 18,379 151,659 △9,985 184,632

中間会計期間中の 
変動額

 別途積立金の 

 積立（注）
6,000 △6,000 ― ―

 剰余金の配当(注) △4,099 △4,099 △4,099

 中間純利益 12,464 12,464 12,464

 自己株式の取得 △2 △2

 自己株式の処分 △23 △23 139 116

 株主資本以外の項 
 目の中間会計期間 
 中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動
額合計（百万円）

― ― ― ― ― 6,000 2,341 8,341 136 8,478

平成18年９月30日 
残高（百万円）

13,600 29,358 29,358 3,400 3,000 132,880 20,721 160,001 △9,849 193,110

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

評価・換算 
差額等合計

平成18年３月31日 
残高（百万円）

867 867 ― 185,500

中間会計期間中の 
変動額

 別途積立金の 
 積立（注）

―

 剰余金の配当(注) △4,099

 中間純利益 12,464

 自己株式の取得 △2

 自己株式の処分 116

 株主資本以外の項 
 目の中間会計期間 
 中の変動額(純額)

△57 △57 21 △36

中間会計期間中の変

動額合計（百万円）
△57 △57 21 8,441

平成18年９月30日 

残高（百万円）
810 810 21 193,942



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 
  

   

 
  

  

  

  

  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金
資本剰余金

合計
利益

準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計配当平均
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日 
残高 (百万円）

13,600 29,358 29,358 3,400 3,000 132,880 16,678 155,958 △9,439 189,477

中間会計期間中の 
変動額

 剰余金の配当 △4,621 △4,621 △4,621

 中間純利益 12,794 12,794 12,794

 自己株式の取得 △3,692 △3,692

 自己株式の処分 △10 △10 54 43

 株主資本以外の項 
 目の中間会計期間 
 中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動
額合計（百万円）

― ― ― ― ― ― 8,161 8,161 △3,637 4,523

平成19年９月30日 
残高（百万円）

13,600 29,358 29,358 3,400 3,000 132,880 24,839 164,119 △13,076 194,001

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

評価・換算 
差額等合計

平成19年３月31日 
残高（百万円）

781 781 82 190,341

中間会計期間中の 
変動額

 剰余金の配当 △4,621

 中間純利益 12,794

 自己株式の取得 △3,692

 自己株式の処分 43

 株主資本以外の項 
 目の中間会計期間 
 中の変動額(純額)

△144 △144 87 △57

中間会計期間中の変

動額合計（百万円）
△144 △144 87 4,466

平成19年９月30日 

残高（百万円）
637 637 169 194,808



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 
  

   

 
（注）１ 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

      ２ 平成18年6月の定時株主総会における利益処分による配当が4,099百万円含まれております。 

  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金
資本剰余金

合計
利益

準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計配当平均
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日 
残高 (百万円）

13,600 29,358 29,358 3,400 3,000 126,880 18,379 151,659 △9,985 184,632

事業年度中の変動額

 別途積立金の積立 
 (注)1

6,000 △6,000 ─ ─

 剰余金の配当 
 (注)2

△8,201 △8,201 △8,201

 当期純利益 12,583 12,583 12,583

 自己株式の取得 △8 △8

 自己株式の処分 △83 △83 555 471

  株主資本以外の項 
  目の事業年度中の  
  変動額(純額)

事業年度中の変動額合
計（百万円）

─ ─ ─ ─ ─ 6,000 △1,701 4,298 546 4,845

平成19年３月31日 
残高（百万円）

13,600 29,358 29,358 3,400 3,000 132,880 16,678 155,958 △9,439 189,477

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

評価・換算 
差額等合計

平成18年３月31日 
残高 (百万円）

867 867 ─ 185,500

事業年度中の変動額

 別途積立金の積立 
 (注)1

─

 剰余金の配当 
 (注)2

△8,201

 当期純利益 12,583

  自己株式の取得 △8

  自己株式の処分 471

  株主資本以外の項 
  目の事業年度中の  
  変動額(純額)

△85 △85 82 △3

事業年度中の変動額
合計（百万円）

△85 △85 82 4,841

平成19年３月31日 
残高（百万円）

781 781 82 190,341



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及

び評価方法

(1) 有価証券

売買目的有価証券

時価法(売却原価は

移動平均法により算

定)

満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

子会社株式及び関連会

社株式

移動平均法による原

価法

その他有価証券

時価のあるもの

中間期末日の市場

価格等に基づく時

価法(評価差額は

全部純資産直入法

により処理し、売

却原価は移動平均

法により算定)

時価のないもの

移動平均法による

原価法又は償却原

価法(定額法)

なお、投資事業有

限責任組合等への

出資については組

合の財産の持分相

当額に基づき評価

しております。

(1) 有価証券

売買目的有価証券

同左

満期保有目的の債券

同左

子会社株式及び関連会

社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

同左

(1) 有価証券

売買目的有価証券

同左

満期保有目的の債券

同左

子会社株式及び関連会

社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場

価格等に基づく時

価法(評価差額は

全部純資産直入法

により処理し、売

却原価は移動平均

法により算定)

時価のないもの

同左

(2) デリバティブ

時価法

(2) デリバティブ

同左

(2) デリバティブ

同左

(3) たな卸資産

製品・材料・貯蔵品

総平均法による原価

法

仕掛品

個別法による原価法

(3) たな卸資産

製品・材料・貯蔵品

同左

仕掛品

同左

(3) たな卸資産

製品・材料・貯蔵品

同左

仕掛品

同左

２ 固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しており

ます。但し、平成10年

４月１日以降に取得し

た建物(建物付属設備

を除く)については、

定額法によっておりま

す。

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建物     2～50年

(1) 有形固定資産
同左

(1) 有形固定資産
同左

 

 



項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、当

中間会計期間から、平成19

年４月１日以降に取得した

有形固定資産について、改

正後の法人税法に基づく方

法に変更しております。 

この変更に伴う営業利益、

経常利益及び税引前中間純

利益に与える影響は、軽微

であります。

（追加情報） 

法人税法の改正に伴い、当

中間会計期間から、平成19

年３月31日以前に取得した

有形固定資産について、償

却可能限度額まで償却が終

了した翌年から５年間で均

等償却する方法によってお

ります。 

この変更に伴う損益に与え

る影響は、軽微でありま

す。

(2) 無形固定資産・長期前

払費用

定額法を採用しており

ます。なお、ソフトウ

ェア(自社利用)につい

ては社内における利用

可能期間(主として５

年)に基づく定額法に

よっております。

(2) 無形固定資産・長期前

払費用

同左

(2) 無形固定資産・長期前

払費用

同左

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般

債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能

性を勘案し、回収不能

見込額を計上しており

ます。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 投資損失引当金

レバレッジドリースの

匿名組合出資金の価値

の低落による損失に備

えるため、出資金に対

して純資産額の減少に

応じた金額を計上して

おります。

なお、出資額を超えた

損失(637百万円)につ

いては、固定負債のそ

の他(長期未払金)に含

めております。

(2) 投資損失引当金

関係会社への投資に係

る損失に備えるため、

当該会社の財政状態等

を勘案して、損失負担

見込額を計上しており

ます。

(2) 投資損失引当金

同左

また、関係会社への投

資に係る損失に備える

ため、当該会社の財政

状態等を勘案して、損

失負担見込額を計上し



ております。



項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(3) 添削料引当金

通信教育事業の収益計

上後の答案提出に係る

添削料の支出に備える

ため、過去の答案実績

提出率に基づき所要額

を計上しております。

(3) 添削料引当金

同左

(3) 添削料引当金

同左

(4) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に

備えるため、支給見込

額を計上しておりま

す。

(4) 賞与引当金

同左

(4) 賞与引当金

同左

(5) 役員賞与引当金

取締役及び業務執行役

員の賞与の支給に備え

るため、報酬に係る内

規に基づく支給見込額

を計上しております。

なお、当該引当金残高

のうち13百万円は、取

締役に対する賞与であ

り、株主総会で決議さ

れた報酬限度額内にお

いて支給を予定してい

るものであります。

(5) 役員賞与引当金

取締役、監査役及び及

び業務執行役員の賞与

の支給に備えるため、

報酬に係る内規に基づ

く支給見込額を計上し

ております。

なお、当該引当金残高

のうち15百万円は、取

締役に対する賞与であ

り、また、３百万円は

監査役に対する賞与で

あり、いずれも株主総

会で決議された報酬限

度額内において支給を

予定しているものであ

ります。

(5) 役員賞与引当金

取締役及び業務執行役

員の賞与の支給に備え

るため、報酬に係る内

規に基づく支給見込額

を計上しております。

なお、当該引当金残高

のうち74百万円は、取

締役に対する賞与であ

り、株主総会で決議さ

れた報酬限度額内にお

いて支給を予定してい

るものであります。

(6) 返品調整引当金

出版物の返品による損

失に備えるため、書籍

等の出版事業に係る売

掛金残高に対して、一

定期間の返品実績率等

に基づく損失見込額を

計上しております。

(6) 返品調整引当金

同左

(6) 返品調整引当金

同左

(7) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備

えるため、当会計年度

末における退職給付債

務及び年金資産の見込

額に基づき、当中間会

計期間末において発生

していると認められる

額を計上しておりま

す。

過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均

残存期間以内の一定の

年数(８年)による定額

法により、費用処理し

ております。

(7) 退職給付引当金

同左

(7) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備

えるため、当期末にお

ける退職給付債務及び

年金資産の見込額に基

づき、当事業年度末に

おいて発生していると

認められる額を計上し

ております。

過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一

定の年数(８年)による

定額法により、費用処

理しております。

数理計算上の差異は、

各期の発生時の従業員

の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(８年)

による定額法により、

それぞれ発生の翌事業

数理計算上の差異は、

各期の発生時の従業員

の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(８年)

による定額法により、

それぞれ発生の翌事業



 
  

 
  

年度より費用処理して

おります。

年度より費用処理して

おります。

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(8) 役員退職慰労引当金

取締役、監査役及び業

務執行役員の退職慰労

金の支給に備えるた

め、内規に基づく中間

期末要支給額相当額を

計上しております。

(8) 役員退職慰労引当金
同左

(8) 役員退職慰労引当金

取締役、監査役及び業

務執行役員の退職慰労

金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末

要支給額相当額を計上

しております。

４ 外貨建の資産及び

負債の本邦通貨へ

の換算基準

外貨建金銭債権債務

は、中間決算日の直物

為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損

益として処理しており

ます。

同左 外貨建金銭債権債務

は、決算日の直物為替

相場により円貨に換算

し、換算差額は損益と

して処理しておりま

す。

５ リース取引の処理

方法

リース物件の所有権が

借主に移転すると認め

られるもの以外のファ

イナンス・リース取引

については、通常の賃

貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっ

ております。

同左 同左

６ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税

の会計処理は、税抜方

式を採用しておりま

す。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左



会計処理の変更 

  

 
  

表示方法の変更 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等）

 当中間会計期間から「貸借対照表
の純資産の部の表示に関する会計基
準」（企業会計基準委員会 平成17
年12月９日 企業会計基準第５号）
及び「貸借対照表の純資産の部の表
示に関する会計基準等の適用指針」
（企業会計基準委員会 平成17年12
月９日 企業会計基準適用指針第８
号）を適用しております。 
 これによる損益に与える影響はあ
りません。 
 なお、従来の「資本の部」の合計
に相当する金額は193,920百万円で
あります。 
 中間財務諸表等規則の改正によ
り、当中間会計期間における中間財
務諸表は、改正後の中間財務諸表等
規則により作成しております。

（ストック・オプション等に関する

会計基準等）

 当中間会計期間から「ストック・
オプション等に関する会計基準」 
（企業会計基準委員会 平成17年12
月27日 企業会計基準第８号）及び
「ストック・オプション等に関する
会計基準の適用指針」（企業会計基
準委員会 終改正 平成18年５月
31日 企業会計基準適用指針第11
号）を適用しております。 
 これにより、営業利益、経常利益
及び税引前中間純利益は、それぞれ
21百万円減少しております。

─────

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

─────

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等）

当事業年度から「貸借対照表の純
資産の部の表示に関する会計基準」
（企業会計基準委員会 平成17年12
月９日 企業会計基準第５号）及び
「貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等の適用指針」（企
業会計基準委員会 平成17年12月９
日 企業会計基準適用指針第８号）
を適用しております。 
 これによる損益に与える影響はあ
りません。 
 なお、従来の「資本の部」の合計
に相当する金額は190,259百万円で
あります。 
 財務諸表等規則の改正により、当
事業年度における財務諸表は、改正
後の財務諸表等規則により作成して
おります。

（ストック・オプション等に関する

会計基準等）

当事業年度から「ストック・オプ
ション等に関する会計基準」（企業
会計基準委員会 平成17年12月27日
企業会計基準第８号）及び「ストッ
ク・オプション等に関する会計基準
の適用指針」（企業会計基準委員会

終改正 平成18年５月31日 企業
会計基準適用指針第11号）を適用し
ております。 
 これにより、営業利益、経常利益
及び税引前当期純利益は、それぞれ
82百万円減少しております。

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （中間貸借対照表）
前中間会計期間末まで流動資産の「その他」に含めて

表示しておりました信託受益権（前中間会計期間末
12,100百万円、当中間会計期間末7,997百万円）は金融
商品会計基準等の改正に伴い、当中間会計期間から「有
価証券」に含めて表示しております。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 減価償却累計額

有形 
固定資産

37,048百万円

※１ 減価償却累計額

有形 
固定資産

39,051百万円

※１ 減価償却累計額

有形
固定資産

38,156百万円

 

 

※２ 担保提供資産

 建物 9,936百万円

 土地 14,588百万円

対応債務の内容

 長期借入金 2,744百万円

 (１年以内返済予定長期借

入金583百万円を含む)

 

 

※２ 担保提供資産

 建物 6,656百万円

 土地 13,084百万円

対応債務の内容

 長期借入金 44百万円

 (１年以内返済予定長期借

入金29百万円を含む)

 

 

※２ 担保提供資産

建物 6,899百万円

土地 13,084百万円

対応債務の内容

長期借入金 59百万円

 (１年以内返済予定長期借

入金29百万円を含む)

 

３ 保証債務

リース債務に対する保証

㈱ベネッセ 
スタイルケア

959百万円

 

３ 保証債務

リース債務に対する保証

㈱ベネッセ
スタイルケア

894百万円

賃貸借契約に係る債務の連帯
保証

㈱アビバ 2百万円

 

３ 保証債務

リース債務に対する保証

㈱ベネッセ 
スタイルケア

926百万円

※４ 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ未払消費税等

として表示しております。

※４ 消費税等の取扱い

同左

─────



(中間損益計算書関係) 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 当社の広告宣伝費及びダイレ

クトメール費は上半期に比し

下半期が著しく増加しており

ます。なお、当中間会計期間

末に至る１年間の広告宣伝費

及びダイレクトメール費は、

次のとおりであります。

前事業年度の 
下半期

27,064百万円

当中間期 10,024

計 37,088

※１ 当社の広告宣伝費及びダイレ

クトメール費は上半期に比し

下半期が著しく増加しており

ます。なお、当中間会計期間

末に至る１年間の広告宣伝費

及びダイレクトメール費は、

次のとおりであります。

前事業年度の
下半期

26,583百万円

当中間期 9,847

計 36,430

─────

※２ 営業外収益の主要項目

受取利息 179百万円

有価証券利息 174百万円

受取配当金 1,227百万円

事業用資産 
受取賃貸料

423百万円

匿名組合 
投資収益

177百万円

為替差益 132百万円

 

※２ 営業外収益の主要項目

受取利息 233百万円

有価証券利息 321百万円

受取配当金 788百万円

事業用資産
受取賃貸料

413百万円

※２ 営業外収益の主要項目

受取利息 391百万円

有価証券利息 427百万円

受取配当金 1,276百万円

事業用資産
受取賃貸料

836百万円

匿名組合
投資収益

1,581百万円

為替差益 158百万円

※３ 営業外費用の主要項目

支払利息 60百万円

事業用資産 
賃貸費用

156百万円

デリバティブ 
運用損失

220百万円
 

※３ 営業外費用の主要項目

事業用資産
賃貸費用

142百万円

為替差損 76百万円

デリバティブ
運用損失

93百万円

※３ 営業外費用の主要項目

支払利息 289百万円

事業用資産
賃貸費用

299百万円

デリバティブ 
運用損失

389百万円

４ 減価償却実施額

有形固定資産 1,192百万円

無形固定資産 1,487百万円

４ 減価償却実施額

有形固定資産 1,210百万円

無形固定資産 1,784百万円

４ 減価償却実施額

有形固定資産 2,536百万円

無形固定資産 3,035百万円

※５ 特別損失のうち主なものは、

関係会社の財政状態の悪化に

伴う投資損失引当金繰入額

190百万円及び貸倒引当金繰

入額2,651百万円でありま

す。

※５ 特別損失のうち主なものは、

関係会社の財政状態の悪化に

伴う貸倒引当金繰入額708百

万円及び小学生向け体験学習

事業の収束に伴う事業整理損

失175百万円(たな卸資産評価

損105百万円、固定資産除却

損等69百万円）であります。

※５ 特別損失のうち主なものは、

関係会社の財政状態の悪化に

伴う投資損失引当金繰入額

190百万円及び貸倒引当金繰

入額3,959百万円でありま

す。



次へ 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
   （注） 変動事由の概要  

     株式数の増加の内訳は、次のとおりであります。 

       単元未満株式の買取りによる増加                         686株 

       株式数の減少の内訳は、次のとおりであります。 

       ストック・オプション権利行使に伴う自己株式の処分による減少  53,500株 

       単元未満株式の処分による減少                              320株 

  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

１ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
   （注） 変動事由の概要  

     株式数の増加の内訳は、次のとおりであります。 

       取締役会決議に基づく取得による増加              992,000株 

       単元未満株式の買取りによる増加                         960株 

       株式数の減少の内訳は、次のとおりであります。 

       ストック・オプション権利行使に伴う自己株式の処分による減少  20,000株 

       単元未満株式の処分による減少                              140株 

  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
   （注） 変動事由の概要  

     株式数の増加の内訳は、次のとおりであります。 

       単元未満株式の買取りによる増加                        1,911株 

       株式数の減少の内訳は、次のとおりであります。 

       ストック・オプション権利行使に伴う自己株式の処分による減少 214,100株 

       単元未満株式の処分による減少                              340株 

前事業年度末 
株式数（株）

当中間会計期間
 増加株式数（株）

当中間会計期間
 減少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

普通株式(注) 3,857,438 686 53,820 3,804,304

合 計 3,857,438 686 53,820 3,804,304

前事業年度末 
株式数（株）

当中間会計期間
 増加株式数（株）

当中間会計期間
 減少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

普通株式(注) 3,644,909 992,960 20,140 4,617,729

合 計 3,644,909 992,960 20,140 4,617,729

前事業年度末 
株式数（株）

    当事業年度
    増加株式数（株）

   当事業年度
  減少株式数（株）

  当事業年度末 
  株式数（株）

普通株式(注) 3,857,438 1,911 214,440 3,644,909

合 計 3,857,438 1,911 214,440 3,644,909



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ 借主分

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額
有形固定 
資産の 
その他

無形固定 
資産

合計

取得価額 
相当額

1,213 8 1,221百万円

減価償却 
累計額 
相当額

841 5 846

中間期末 
残高 
相当額

372 2 374

１ 借主分

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額

有形固定 
資産の 
その他

無形固定
資産

合計

取得価額 
相当額

774 8 782百万円

減価償却 
累計額 
相当額

544 7 551

中間期末 
残高 
相当額

230 0 231

１ 借主分

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額

工具・ 
器具・ 
備品

ソフト 
ウェア

合計

取得価額 
相当額

997 8 1,005百万円

減価償却 
累計額 
相当額

719 6 725

期末残高 
相当額

278 1 280

取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、「支払

利子込み法」により算定して

おります。

同左 取得価額相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合

が低いため、「支払利子込み

法」により算定しておりま

す。

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 178百万円

１年超 196

合計 374

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 112百万円

１年超 118

合計 231

(2) 未経過リース料期末残高相当

額

１年内 142百万円

１年超 138

合計 280

未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合

が低いため、「支払利子込み

法」により算定しておりま

す。

同左 未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、

「支払利子込み法」により算

定しております。

(3) 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 117百万円

減価償却費 
相当額

117百万円

(3) 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 83百万円

減価償却費
相当額

83百万円

(3) 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 216百万円

減価償却費
相当額

216百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左



 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

２ 貸主分

レバレッジドリースの匿名組合方

式による取引

① リース物件の取得価額、減

価償却累計額及び中間期末

残高
機械及び 

装置

取得価額 3,829百万円

減価償却 
累計額

3,637

中間期末 
残高

191

 

 
────────────

 

２ 貸主分

レバレッジドリースの匿名組合方

式による取引

① リース物件の取得価額、減

価償却累計額及び期末残高

────────────

 

② 未経過リース料中間期末残

高相当額

１年内 136百万円

合計 136  

② 未経過リース料期末残高相

当額
────────────

      

③ 受取リース料、減価償却費

及び受取利息相当額

受取リース料 266百万円

減価償却費 9百万円

受取利息 
相当額

112百万円

 

③ 受取リース料、減価償却費

及び受取利息相当額

受取リース料 488百万円

減価償却費 9百万円

受取利息
相当額

197百万円

④ 利息相当額の算定方法

リース料総額と見積残存価

額の合計額からリース物件

の購入価額を控除した額を

利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息

法によっております。

④ 利息相当額の算定方法

リース料総額と見積残存価

額の合計額からリース物件

の購入価額を控除した額を

利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息

法によっております。

なお、上記は総額法に準じ

て注記を行っております

が、会計処理は、出資金を

投資その他の資産のその他

に、匿名組合投資損益を損

益計算書に計上しておりま

す。

なお、上記は総額法に準じ

て注記を行っております

が、会計処理は、匿名組合

投資損益を損益計算書に計

上しております。

オペレーティング・リース取引

借主分

未経過リース料

１年内 2,451百万円

１年超 17,221

合計 19,673

オペレーティング・リース取引

借主分

未経過リース料

１年内 2,684百万円

１年超 16,323

合計 19,008

オペレーティング・リース取引

借主分

未経過リース料

１年内 2,451百万円

１年超 16,899

合計 19,350



(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成18年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

  

当中間会計期間末(平成19年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
  

  

前事業年度末(平成19年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

(重要な後発事象) 

 
  

  

(2) 【その他】 

平成19年11月8日の取締役会において、以下の事項を決議いたしました。 

第54期の中間配当の実施 

中間配当金総額  4,578百万円 

１株当たりの額  45.00円 

区分
中間貸借対照表計上額 

（百万円）
時価

（百万円）
差額

（百万円）

子会社株式 12,926 10,083 △ 2,843

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日)

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （自己株式の取得）

当社は、平成19年６月21日開催の取締役
会において、機動的な資本政策を遂行
し、資本効率を追求するため、会社法第
459条第１項第１号の規定による定款の定
めに基づき、自己株式を取得することを
決議いたしました。概要は次のとおりで
あります。

（1） 取得する株式の種類  
    当社普通株式

（2） 取得する株式の総数   
       1,000,000株 （上限）

（発行済株式総数に対する割合
0.9％）

（3） 株式の取得価額の総額  
       3,700百万円（上限）

（4） 自己株式取得の日程

    平成19年６月26日から 
       平成19年７月19日

（5） 取得方法

    東京証券取引所及び大阪証券 
       取引所における市場買付け



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。 

 

(1)
有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度 
（第53期）

自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日

平成19年６月25日 
関東財務局長に提出

(2)
自己株券買付 
状況報告書

報告期間
自 平成19年６月21日 
至 平成19年６月30日

平成19年７月12日 
関東財務局長に提出

(3) 有価証券届出書 
及びその添付書類

ストック・オプション制度に伴う新株予
約権発行

平成19年８月１日 
関東財務局長に提出

(4) 有価証券届出書の 
訂正届出書 上記(3)に係る訂正届出書であります。 平成19年８月９日 

関東財務局長に提出

(5)
自己株券買付 
状況報告書

報告期間
自 平成19年７月１日 
至 平成19年７月31日

平成19年８月10日 
関東財務局長に提出

 

 



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

 

株式会社ベネッセコーポレーション 

 
  

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ベネッセコーポレーションの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の

中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間

連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計

算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社ベネッセコーポレーション及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
  

以 上 

平成18年12月22日

取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  松  岡  幸  秀  印

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  中  桐  光  康  印

 

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

 

株式会社ベネッセコーポレーション 

 
  

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社ベネッセコーポレーションの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結

会計年度の中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すな

わち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社ベネッセコーポレーション及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
  

以 上 

平成19年12月21日

取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  松  岡  幸  秀  印

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  中  桐  光  康  印

 

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

 

株式会社ベネッセコーポレーション 

 

  

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ベネッセコーポレーションの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第53期事業年度

の中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対

照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社ベネッセコーポレーションの平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって

終了する中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表

示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

平成18年12月22日

取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  松  岡  幸  秀  印

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  中  桐  光  康  印

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

 

株式会社ベネッセコーポレーション 

 

  

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社ベネッセコーポレーションの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第54

期事業年度の中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、

中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社ベネッセコーポレーションの平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって

終了する中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表

示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

平成19年12月21日

取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  松  岡  幸  秀  印

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  中  桐  光  康  印

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。
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